
清
代
中
園
の
刑
事
裁
剣
に
お
け
る
成
案
の
法
源
性

口

彦

太

本
稿
は
清
代
の
刑
事
裁
判
に
お
け
る
成
案
の
法
源
性
の
問
題
を
刑
案
漉
買
に
擦
り
な
が
ら
論
じ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
法
源
と
は
何
か

と
い
う
聞
い
は
そ
れ
自
鐙
法
律
皐
上
の
一
簡
の
問
題
を
な
す
が
、
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
、
具
鐙
的
裁
判
に
さ
い
し
て
裁
判
官
が
準
援
す
べ
き

こ
と
を
要
求
さ
れ
る
準
則
と
し
て
理
解
し
て
お
き
た
い
。
そ
し
て
周
知
の
よ
う
に
、
一
帝
制
中
園
に
お
い
て
は
裁
判
の
捨
嘗
者
は
常
に
園
家
の
成

- 81ー

文
法
規
に
準
援
し
て
判
決
あ
る
い
は
判
決
原
案
(
「
原
擬
」
)
を
作
成
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
。
こ
の
成
文
法
規
の
内
容
は
時
代
に
よ
り
異
な
る

が
、
常
に
基
本
法
典
と
補
充
法
の
二
重
の
構
造
を
と
り
、
清
代
の
刑
事
裁
判
に
即
し
て
い
え
ば
、
律
と
篠
例
、
あ
る
い
は
事
案
の
性
質
に
よ
っ

て
は
吏
部
慮
分
則
例
の
よ
う
な
特
別
法
が
そ
の
準
援
法
を
な
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
罪
刑
法
定
主
義
を
遵
守
す
る
こ
と
が
巌
し
く
要
求
さ
れ
る
近
・
現
代
の
刑
事
裁
判
に
お
い
て
も
、
抽
象
的
な
成
文
法
の
規
定
、

犯
罪
定
型
の
意
味
内
容
を
具
鐙
的
に
固
め
、
法
的
安
定
性
を
確
保
し
て
い
く
う
え
で
質
際
に
は
判
例
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
わ

(

1

)

 

れ
て
い
る
。
あ
る
法
規
の
枠
組
に
嘗
一
該
案
件
が
包
揺
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
に
さ
い
し
て
そ
れ
ま
で
の
判
例
が
具
睦
的
な
基
準
を
提
供

す
る
わ
け
で
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
判
例
も
ま
た
一
簡
の
重
要
な
法
源
を
な
す
と
い
っ
て
さ
し
っ
か
え
な
い
。
こ
れ
に
射
し
て
、
律
や
僚
例
な

ど
の
成
文
法
規
に
準
接
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
清
代
刑
事
裁
判
の
場
合
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
中
園
法
は

267 
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犯
罪
の
構
成
要
件
が
細
目
化
H
特
定
化
さ
れ
、
そ
の
た
め
各
法
文
の
包
癒
し
う
る
範
園
が
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
う
し
た
法

文
の
構
造
が
裁
判
に
お
い
て
し
ば
し
ば
い
わ
ゆ
る
「
治
罪
の
専
候
無
き
」
事
態
を
生
み
出
し
た
。
ま
た
、
中
国
法
は
各
犯
罪
定
型
に
量
刑
の
幅

と
い
う
も
の
が
全
く
無
く
、

「
治
罪
の
幕
僚
」
が
あ
る
限
り
そ
の
僚
の
預
定
す
る
特
定
の
刑
罰
が
自
動
的
に
科
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

こ
の
こ
と
は
裁
判
措
嘗
者
の
怒
一意
的
な
科
刑
を
抑
制
す
る
一
意
味
を
も
っ
た
が
、
他
面
首
一
該
案
件
に
み
ら
れ
る
情
紋
と
逼
用
像
文
の
定
む
る
量
刑

と
の
聞
で
い
わ
ゆ
る
「
情
重
く
刑
軽
し
」
、
「
情
軽
く
刑
重
し
」
と
い
っ
た
情
と
刑
の
不
均
衡
な
事
態
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
事
態
に
到
底
す
る
た
め
中
園
で
も
従
前
の
判
決
例
が
参
照
さ
れ
た
。

(

2

)

 

こ
の
成
案
は
本
来
は
一
回
限
り
の
「
単
純
ナ
ル
裁
決
」
に
と
ど
ま
り
、

(

3

)

 

ヘ
キ
モ
ノ
」
に
い
ま
だ
「
至
ラ
サ
ル
モ
ノ
」
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、

D
・
ボ
ッ
デ
、

「
案
」
と
か
「
成
案
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

「
各
部
叉
ハ
各
省
ニ

於
ケ
ル
裁
決
叉

ハ
裁
判

ニ
シ
テ
其
、
氷
緩
慣
行
ス

c
・モ

l
リ
ス
商
人
の
よ
う
に
、
成
案
は
皐
な
る
一
回
き

り
の
判
決
例
に
と
ど
ま
ら
ず
、
右
に
述
べ
た
治
罪
の
専
陳
無
き
事
案
や
情
と
刑
と
の
均
衡
を
失
す
る
事
案
に
劃
し
て
下
さ
れ
た
判
決
例
と
し
て

「
指
導
的
な
判
例
」

-
g
L
5
m
g∞
巾
の
位
置
を
占
め
、

(

4

)

 

も
い
る
。
は
た
し
て
成
文
法
主
義
を
と
る
中
園
に
お
い
て
成
案
に
先
例
拘
束
力
の
よ
う
な
力
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
結
論
を
留

こ
の
こ
と
の
故
に
先
例

官
巾
円
叩
骨
三
と
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
読
く
論
者

- 82-

保
し
て
お
き
た
い
が
、
判
決
作
成
の
過
程
に
お
い
て
し
ば
し
ば
成
案
が
援
引
参
照
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
事
買
で
あ
る
。

筆
者
は
か
つ
て
刑
案
耀
賢
を
材
料
に
し
て
情
代
の
裁
判
に
お
け
る
成
案
の
役
割
を
そ
の
現
質
的
機
能
の
面
か
ら
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、

そ
こ
で
言
い
残
し
た
問
題
と
し
て
「
成
案
の
法
源
的
数
力
そ
の
も
の
の
問
題
に
つ
い
て
別
箇
考
察
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
本
稿
で
は
あ
え
て

捨
象
し
た
が
、
成
案
の
援
引
が
却
け
ら
れ
て
い
る
ケ

1
ス
も
し
ば
し
ば
:
:
:
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
い
か
な
る
理
由
で
そ
れ
が
却
け
ら
れ
て

(
5〉

い
る
の
か
、
別
の
機
舎
に
考
え
て
み
た
い
。
」
と
述
べ
て
お
い
た
。
本
稿
は
こ
の
課
題
を
果
た
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
本
稿
で
は
も
っ
ぱ
ら
狭
義
の
刑
案
漉
覧
(
祝
座
礁

・
飽
警
護
編
、
全
六

O
巻
)
の
み
を
材
料
と
し、

し
た
が
っ
て
以
下
で
の

議
論
や
結
論

は
か
な
り
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
諌
め
断
っ
て
お
き
た
い
。



成
案
に
劃
す
る
園
家
の
公
式
的
な
位
置
づ
け
は
い
う
ま
で
も
な
く
刑
律
断
獄
、
断
罪
引
律
令
僚
の
篠
例
(
乾
隆
五
年
纂
入
)
に
あ
る

正
律
正
例
を
除
く
の
外
、
凡
そ
成
案
に
属
し
て
未
だ
通
行
を
経
て
著
し
て
定
例
と
魚
さ
ざ
れ
ば
、

出
入
有
る
を
致
す
を
得
る
雰
か
れ
。

一
襲
に
巌
禁
す
。
混
行
牽
引
し
て
罪
に

と
い
う
規
定
で
あ
り
、
こ
の
規
定
に
よ
る
限
り
成
案
の
法
源
性
は
否
定
さ
れ
て
い
た
。
「
部
院
街
門
は
政
事
穂
陸
の
匡
に
し
て
、
紀
綱
を
慣
守

り
ど
ζ

る

す

べ

し
、
必
ず
定
例
を
以
て
患
と
震
す
。
〈
し
か
る
に
〉
其
吏
膏
其
手
を
高
下
し
、
堂
〈
官
)
司
(
官
〉
一
意
一
見
の
参
差
す
る
は
、
組
て
例
を
舎
き
て

(

6

)

 

案
を
言
う
に
由
る
」
と
の
嘉
慶
一
帝
の
識
旨
中
の
一
節
や
、
「
成
案
駁
案
、
律
例
と
相
表
裏
を
震
す
と
難
も
、
然
る
に
未
だ
遁
行
を
経
ぎ
る
の
案

(

7

)

 

有
り
。
引
用
を
准
さ
ず
」
と
の
言
な
ど
は
い
ず
れ
も
こ
の
傑
例
の
趣
旨
に
沿
っ
た
成
案
の
と
ら
え
方
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
こ
の
篠

例
は
成
案
の
援
引
を
完
全
に
排
除
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
次
の
よ
う
な
例
外
的
措
置
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

如
し
督
撫
案
件
を
掛
理
し
、
果
た
し
て
奮
案
と
相
合
し
、
援
し
て
例
と
震
す
可
き
者
有
ら
ば
、
本
内
に
於
い
て
聾
明
し
て
、
刑
部
詳
か
に

査
援
を
加
え
、
著
し
て
定
例
と
篤
さ
ん
こ
と
の
請
を
附
す
る
を
許
す
。

と
の
同
僚
後
段
の
規
定
が
そ
れ
で
あ
り
、
奮
案
が
定
例
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
傑
件
と
し
て
そ
れ
を
援
用
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い

さ
し
乙
ろ

(
8〉

た
。
例
え
ば
刑
案
涯
寛
所
牧
の
「
安
撫
題
す
る
と
こ
ろ
の
、
蒋
凡
、
宜
幡
太
を
殴
り
死
し
、
並
び
に
直
秀
、
蒋
恒
を
礼
死
せ
し
一
案
」
に
お
い

但
だ
此
案
商
家
各
一
命
を
舞
す
。
賞
に
林
宣
の
奮
案
と
相
合

- 83一

て、

「
林
宣
の
奮
案
、

未
だ
(
通
行
を
〉
経
て
著
し
て
定
例
と
痛
さ
ず
と
雄
も
、

す
I

」
と
し
て
、
こ
の
奮
案
が
逼
行
、
さ
ら
に
僚
例
化
さ
れ
た
事
例
な
ど
が
こ
の
候
後
段
の
具
盤
的
な
遁
用
例
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
係

は
あ
く
ま
で
も
定
例
化
さ
れ
る
こ
と
を
僚
件
と
し
て
の
み
成
案
の
援
引
が
認
め
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
成
案
一
般
の
法
源
化
に
た
だ

269 

ち
に
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
成
案
援
引
の
篠
件
が
緩
和
さ
れ
る
の
は
乾
隆
八
年
の
奏
准
に
お
い
て
で
あ
る
(
後
述
〉
。

さ
て
右
の
候
例
を
素
直
に
讃
む
か
ぎ
り
で
は
、
成
案
の
援
引
を
禁
ず
る
の
が
原
則
で
あ
っ
て
、
例
外
的
に
の
み
そ
れ
が
許
さ
れ
た
と
解
す
ベ



270 

き
で
あ
る
。
し
か
し
刑
事
判
決
例
集
の
類
い
に
寄
せ
ら
れ
た
序
文
等
を
見
る
か
ぎ
り
、
ー
ー
そ
の
書
の
性
格
上
嘗
然
の
こ
と
で
あ
る
が
|
|
判

決
作
成
の
さ
い
の
準
則
と
し
て
成
案
を
積
極
的
に
位
置
づ
け
て
い
こ
う
と
す
る
傾
向
が
つ
よ
い
。
「
本
朝
天
下
を
有
し
:
:
:
律
よ
り
外
、
頒
ち

(

9

)

 

て
奉
行
す
る
者
に
則
例
循
う
可
き
有
り
。
行
い
て
未
だ
頒
た
ざ
る
者
に
成
案
据
る
可
き
有
り
」
と
か
、
「
我
朝
定
鼎
以
後
、
律
文
重
一

、
:
:
:
律

具
わ
ざ
れ
ば
之
を
例
に
求
め
、
例
足
ら
ざ
れ
ば
之
を
按
に
求
む
。
:
:
:
山
陰
張
我
山
先
生
:
:
:
晩
年
遂
に
輯
め
て
書
を
篤
し
、
例
を
し
て
必
ず
律

(

川

山

)

お

A
D
り

の
僚
に
附
し
、
按
は
必
ず
例
の
闘
を
補
わ
し
む
乎
」
、
「
案
を
得
る
こ
と
二
千
除
、
・
:
・
淘
に
衡
情
の
鈎
石
に
し
て
量
法
の
縄
尺
な
り
。
夫
れ
法

は
情
に
本
ず
か
ん
乎
、
情
に
定
ま
り
無
く
而
る
に
法
は
不
慶
な
り
。
不
獲
の
法
を
以
て
無
定
の
情
を
卒
か
に
す
る
に
は
、
往
跡
を
参
観
す
る
に

(

U

)

 

非
ざ
れ
ば
迷
謬
せ
ざ
る
周
し
」
、

例
は
時
に
因
り
て
以
て
宜
を
制
す
。

識
獄
の
道
、

斯
の
二
者
に
童
き
る
而

「律

一
た
び
成
り
て
易
わ
ら
ず
。

あ
ま
ね

己
。
(
し
か
る
に
〉
情
偽
に
至
り
て
は
百
繍氏
、
三
尺
の
能
く
一
該
く
す
る
所
に
非
ざ
れ
ば
、
則
ち
上
比
下
比
し
中
比
に
協
う
。
歴
年
の
奮
案
、
亦
用

も

は

ん

(

ロ

)

刑
の
圭
泉
な
り
。
顧
み
て
成
案
を
援
引
す
」
、
「
律
は
歴
久
不
嬰
の
者
な
り
。
例
は
時
に
因
り
て
宜
を
制
す
る
者
な
り
。

例
に
未
だ
壷
く
さ
ず
、

(

日

)

及
び
情
罪
の
未
だ
協
わ
ざ
る
者
は
、
則
ち
必
ず
之
を
案
に
於
て
稽
ベ
、
前
事
を
後
事
の
師
と
震
す
な
り
」
、
「
律
例
の
童
く
載
す
る
能
わ
ざ
る
者

(

M

)

 

有
ら
ば
、
則
ち
必
ず
博
く
成
案
を
稽
ベ
、
此
を
援
し
て
彼
を
謹
し
、
以
て
信
識
を
成
す
」
と
い
っ
た
諸
々
の
言
が
そ
の
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い

- 84ー

る
。
法
貨
務
の
世
界
に
お
い
て
成
案
日
判
例
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

そ
こ
で
次
に
、
こ
の
成
案
の
法
源
性
の
問
題
を
刑
案
涯
賃
所
牧
の
事
例
に
即
し
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
成
案
の
法
源
性
を
積
極

的
に
否
認
す
る
よ
う
な
事
例
が
果
た
し
て
存
在
す
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
主
要
な
関
心
で
あ
る
。

狭
義
の
刑
案
涯
賢
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
四

O
O
一
件
(
巻
首
の
赦
款
章
程
お
よ
び
巻
末
の
刑
部
事
宜
は
除
く
)

の
う
ち
、

判
決

・
原
擬
作
成
の
過

程
で
従
前
の
成
案
が
援
引
さ
れ
て
い
る
ケ
l
ス
は
|
|
多
少
の
見
落
し

・
見
誤
り
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
||
四
六
五
件
で
、
こ
れ
を
多
い

と
み
る
か
少
な
い
と
み
る
か
、
評
債
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
因
み
に
そ
の
参
照
が
皇
帝
や
刑
部
堂
官
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
た
に
も
か



か
わ
ら
ず
検
査
の
結
果
嘗
該
案
件
に
闘
す
る
成
案
の
存
し
な
か
っ
た
ケ
I
ス
は
五
八
件
程
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
ら
成
案
援
引
の
件
数
の
正
確

な
数
字
は
期
し
難
い
。
何
故
な
ら
、
援
引
の
ケ
l
ス
の
大
部
分
は
刑
部
律
例
館
あ
る
い
は
清
吏
司
の
意
見
書
で
あ
る
読
帖
類
に
お
い
て
見
る
こ

と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
説
帖
は
刑
案
涯
覧
に
牧
め
る
に
あ
た
っ
て
か
な
り
省
略
さ
れ
て
お
り
、
同
書
か
ら
は
窺
え
な
い
原
資
料
に

お
い
て
は
成
案
が
援
引
さ
れ
て
い
た
ケ
l
ス
も
十
分
あ
り
得
る
。
他
面
、
字
面
の
う
え
で
は
成
案
と
い
う
用
語
が
出
て
き
て
も
、
そ
の
賞
、
そ

(

日

〉

れ
が
遁
行
や
篠
例
な
ど
、
正
規
の
法
源
で
あ
っ
た
り
す
る
場
合
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
正
確
な
数
を
云
々
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、

ま
た
そ
の
こ
と
自
瞳
に
意
味
の
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
た
だ
、
ど
の
よ
う
な
種
類
の
俊
文
に
お
い
て
成
案
援
引
の
頻
度
が
相
封
的
に
高
い
か

を
、
刑
案
漉
賢
に
二

O
例
以
上
事
例
が
牧
め
ら
れ
て
い
る
俊
文
に
限
っ
て
み
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

ω禁
止
師
亙
邪
術
僚
、
二
一
例
中
八
件
全
一
八
・
一
%
)
、

ω犯
罪
自
首
候
、
二
四
例
中
八
件
(
三
三
・
三
%
〉
、

ω殴
期
親
等
長
僚
、
八
八
例

九
三
例
中
二
三
件
つ
一
四
・
七
%
)
、

ω老
小
康
疾
牧
噴
像
、
二
九
例
中
七
件
(
二
四
・
一

的
戯
殺
誤
殺
過
失
殺
傷
人
候
、
同
謀
殺
祖
父
母
父
母
係
、
帥
夜
無
故
入
人
家
篠

中
二
二
件
つ
歪
%
〉
、

ω犯
罪
存
留
養
親
係
、

以
下
制
放
火
故
農
人
房
屋
係
、
同
w
父
租
被
殴
僚
、

の
順
。
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W
A
〉、

何
故
こ
の
よ
う
な
犯
罪
類
型
に
つ
い
て
成
案
援
引
率
が
相
劃
的
に
み
て
高
い
の
か
、
ま
た
こ
う
し
た
傾
向
は
他
の
刑
事
判
決
例
集
に
お
い
て

も
同
様
な
の
か
、
別
箇
に
検
討
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
前
者
の
貼
に
つ
い
て
い
え
ば
、
治
安
政
策
的
配
慮
が
働
き
や
す
い
禁
止
師
座

邪
術
僚
や
、
科
刑
上
の
裁
量
的
考
慮
が
働
き
や
す
い
犯
罪
自
首
や
犯
罪
存
留
養
親
、
老
小
康
疾
牧
贈
の
各
僚
に
つ
い
て
成
案
の
援
引
率
の
高
い

と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
裁
量
的
判
断
を
従
前
の
成
案
に
よ
っ
て
固
め
、
よ
り
確
か
な
も
の
に
し
よ
う
と
の
志
向
が
存
し
た
の
か
も
し
れ
な

L、。
そ
こ
で
次
に
本
題
に
直
接
か
か
わ
っ
て
く
る
成
案
の
援
引
が
却
け
ら
れ
た
ケ
l
ス
に
つ
い
て
み
よ
う
。
同
書
所
載
の
案
件
四

O
O
一
件
中
、

(

日

目

)

成
案
の
援
引
が
拒
否
さ
れ
た
件
数
は
四
六
件
あ
り
、
こ
の
う
ち
賓
鰻
的
判
断
に
も
と
亭
つ
い
て
成
案
の
逼
用
が
却
け
ら
れ
た
ケ
l
ス
は
一
二
件
で

あ
る
。
こ
こ
で
賓
種
的
と
い
う
一
意
味
は
、
主
に
、
援
引
さ
れ
た
成
案
が
本
件
と
犯
罪
の
態
様
や
朕
情
に
お
い
て
異
な
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
却
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け
ら
れ
た
場
合
の
こ
と
を
き
し
て
お
り
、
文
中
「
今
一
該
撫
、
一
該
省
四
十
七
年
賀
皐
先
:
:
の
成
案
を
援
引
し
て
襲
請
し
、
的
お
原
擬
の
照
り
に

は

る

か

(

刀

)

部
に
盗
る
。
査
す
る
に
黄
皐
先
:
:
:
(
本
件
の
)
史
大
朋
:
:
:
と
週
に
相
符
さ
ず
」
、
「
一
該
撫
所
引
の
一
該
省
安
慶
元
等
の
各
案
に
至
り
て
は
、
査
す

(
凶
)

る
に
安
慶
元

・
馬
作
仁
の
二
案
、
:
・:
此
の
案
と
情
節
符
さ
ず
」
、
「
本
部
査
す
る
に
、
一
該
省
所
引
の
越
世
環
・
越
孝
彰
の
二
案、

:
:
:
此
の
案

(

川

口

)

の
戴
庭
成
:
:
:
と
情
簡
に
梢
か
匡
別
有
り
」
、
コ
該
省
所
引
の
乾
隆
十
三
年
部
駁
せ
し
河
南
省
陳
向
志
・
・
:
の
一
案
、
:
:
:
(
本
件
の
)
王
椿
の
案

乙

と

な

れ

り

(

却

)

(

幻

〉

と
情
節
不
同
」
と
い
っ
た
表
現
で
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

た
だ
こ
の
最
後
の
王
椿
の
事
案
(
道
光
六
年
〉
に
お
い
て
援
引
さ
れ
て
い
る
の
は

乾
隆
一
三
年
の
案
で
、
そ
の
閉
「
事
七
十
除
年
を
隔
て
、
検
査
に
湿
る
無
し
」
と
さ
れ
、
む
し
ろ
後
述
の
遠
年
の
成
案
を
理
由
と
し
て
却
け
ら

れ
た
ケ
l
ス
に
入
れ
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

順
、
賦
牛
を
故
買
し
宰
殺
せ
し
一
案
」

以
上
の
諸
例
に
到
し
て
、
巻
一
八
、
盗
馬
牛
畜
産
僚
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
「
北
撫
盗
る
と
こ
ろ
の
、
張
三
児
等
牛
隻
を
行
縞
し
、
並
び
に
雷

(
嘉
慶
一
ム
ハ
年
通
行
)
は
、
湖
北
巡
撫
が
原
擬
駁
回
の
後
も
な
お
成
案
(
嘉
慶
一
一
一
一
年
契
亭
献
・
郭
震
成
の
二

案
)
を
援
引
し
、

故
買
者
雷
順
を
盗
牛
宰
殺
の
例
に
よ
っ
て
充
軍
に
虚
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
、
そ
れ
に
封
し
て
刑
部
は
、
本
犯
は
そ
れ
で
は
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自
行
盗
牛
宰
殺
と
区
別
す
る
と
こ
ろ
が
な
く
、
む
し
ろ
「
痛
盗
罪
と
一
睡
治
罪
」
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
や
や
刑
が
軽
き
に
過
ぎ
る

(
伽
抗
三
十
五
日

・
杖
九
十
〉
故
、
私
宰
耕
牛
初
犯
例
に
比
依
(
糊
挽
二
箇
月

・
杖
一
百
)
す
べ
き
と
判
断
し
、
本
件
に
劃
し
て
右
の
繋
・
郭
の
成
案

あ

や

ま

り

(

幻

〉

を
援
引
す
る
こ
と
は
「
舛
錯
に
属
す
る
」
と
し
て
そ
れ
を
却
け
た
ケ
l
ス
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
巡
撫
と
刑
部
と
で
適
用
線
文
を
め
ぐ
っ
て
封
立

し
、
刑
部
が
相
手
方
の
遁
用
候
文
を
却
け
る
こ
と
の
一
環
と
し
て
成
案
も
却
け
ら
れ
、
先
の
諸
例
の
場
合
と
は
や
や
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
異
に
し
て

い
る
。
あ
る
い
は
、
後
述
の
、
現
行
の
定
例
と
合
致
し
な
い
と
の
(
刑
部
の
有
権
解
稼
的
立
場
よ
り
す
る
)
理
由
に
よ
っ
て
却
け
ら
れ
て
い
る
ケ

1

ス
に
近
い
か
も
し
れ
な
い

(
た
だ
以
下
の
よ
う
な
特
定
の
要
件
を
理
由
と
し
て
成
案
の
援
引
が
却
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
一
感
こ
こ
に
掲
げ
て
お

く)。こ
れ
に
劃
し
て
以
下
の
三
四
例
は
成
案
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
そ
の
援
引
が
却
け
ら
れ
た
ケ
l
ス
で
あ
り
、
成
案
の
法
源
性
に
直
接
か

か
わ
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。



強
を
行
う
の
一
案
」

あ
っ

刑
案
濯
寛
巻
一
四
、
強
盗
僚
に
「
雲
撫
題
す
る
と
こ
ろ
の
、
賊
犯
黄
老
九
、
糾
め
て
王
劉
氏
の
家
の
銀
物
を
矯
み
、
敷
文
群
、
時
に
臨
み
て

(

お

)

う

ち

つ

れ

(
嘉
慶
七
年
設
帖
)
と
い
う
の
が
牧
め
ら
れ
て
い
る
。
本
件
は
、
敷
文
鮮
ら
を
障
同
て
王
劉
氏
の
家
に
入
室
す
る
も
、
臓
を

捜
し
求
め
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
黄
老
九
に
射
し
て
、
尋
常
の
盗
劫
案
と
し
て
斬
立
決
に
虚
す
べ
き
か
否
か
が
争
黙
と
な
っ
た
事
案
で
、
巡
撫

な
ん

は
、
責
が
随
同
入
室
す
る
も
、
並
ら
手
を
動
か
さ
ず
、
臓
を
捜
し
求
め
る
と
い
う
行
矯
に
出
て
い
な
い
以
上
、
盗
劫
の
助
勢
の
肢
は
認
め
難
い

と
し
て
、
情
に
照
ら
し
て
取
す
可
き
貼
が
あ
る
こ
と
を
原
擬
と
し
て
提
出
し
た
。
そ
し
て
刑
部
に
よ
っ
て
駁
因
さ
れ
て
後
も
な
お
乾
隆
二
年
の

あ
か
る
く

「
新
江
省
の
食
五
、
燈
を
据
え
て
照
亮
し
、
情
原
す
可
き
有
る
と
し
て
梯
理
せ
し
成
案
」
(
科
刑
は
聾
請
の
う
え
裂
選
。
な
お
成
案
の
内
容
の
詳
細
は

不
明
〉
を
援
引
し
て
な
お
原
擬
の
と
お
り
に
具
題
し
て
き
た
。
こ
れ
に
劃
す
る
刑
部
の
判
断
は
、
盗
劫
の
案
は
常
に
入
室
か
不
入
室
か
を
基
準

と
し
、
彼
に
入
室
の
行
震
が
認
め
ら
れ
る
以
上
、
定
例
ど
お
り
斬
立
決
に
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
さ
い
に
巡

撫
所
引
の
食
五
の
成
案
は
「
乾
隆
二
六
年
、
未
だ
定
例
を
鰹
ざ
る
以
前
に
在
る
に
係
り
(
乾
隆
二
六
年
に
篠
例
が
制
定
さ
れ
る
以
前
の
案
で
あ
り
〉
、

か
る
が
る
し

・
。
査
す
る
に
遠
年
の
成
案
は
援
引
比
照
す
る
を
准
さ
ず
。
一
該
撫
、
現
行
の
正
僚
を
舎
き
、
率
く
未
だ
通
行
を
経
ざ
る
の
奮
案
を
引
く

は
、
殊
ほ
か
違
例
に
属
せ
り
」
と
さ
れ
、
あ
ま
つ
さ
え
「
例
に
違
い
て
成
案
を
援
引
」
し
た
廉
で
吏
部
の
査
議
に
付
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
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こ
こ
で
は
、
川
遠
年
の
成
案
で
あ
る
、
帥
未
だ
通
行
(
あ
る
い
は
僚
例
)
を
経
て
い
な
い
、
付
定
例
が
制
定
さ
れ
る
以
前
の
案
で
、
現
行
の
定
例

と
合
致
し
な
い
、
と
い
う
三
つ
の
理
由
が
連
稿
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
こ
の
三
つ
の
理
由
が
連
稽
さ
れ
て
い
る
事
案
は
本
件
の
ほ
か
一
例
あ
る
の

(

川

品

)

み
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
川
、
刷
、
付
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
内
容
を
異
に
し
、
制
は
一
見
す
る
と
こ
ろ
成
案
の
法
源
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
一
意
味

あ
い
を
も
っ
て
い
る
の
に
射
し
、
仰
は
「
近
年
の
成
案
」
、
「
現
行
の
成
案
」
で
あ
れ
ば
法
源
と
し
て
援
引
を
許
す
と
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
讃
み
と

(

お

)

る
こ
と
が
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
し
、

ω
円
で
あ
れ
ば
現
行
の
定
例
と
抵
鯛
し
な
い
限
り
は
康
く
成
案
の
援
引
が
許
さ
れ
る
と
の
ニ
ム
ア
ン
ス

を
讃
み
と
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
先
ず
川
刊
の
ケ
l
ス
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。
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四

遠
年
の
成
案
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
却
け
ら
れ
て
い
る
ケ
l
ス
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

(

お

〉

「
察
恰
爾
都
統
盗
、
逃
遣
伊
魯
勃
園
陸
否
留
養
一
案
」

①
犯
罪
存
留
養
親
僚
、

(
嘉
皮
二
五
年
直
線
司
説
帖
、
援
引
さ
れ
た
成
案
の
年
次
は
嘉
慶

(
幻
)

五
年
|

l
以
下
後
段
の
年
次
は
成
案
の
年
次
)
、
②
犯
罪
時
未
老
疾
後
、
「
刊
紙
'
撫
浴
、
軍
犯
武
汝
磐
起
解
時
年
甫
七
十
一
案
」
〈
嘉
慶
一
二
年
説
帖
、

(

お

〉

「
贋
東
撫
題
、
賊
犯
曾
亜
瀧
拒
傷
事
主
之
叔
黄
汝
雲
身
死
一
案
」

乾
隆
八
年
)
、
③
強
盗
候
、

(
道
光
七
年
設
帖
、
嘉
慶
六
年
)
、
④
前
掲
賞
老

(
m
m
)
 

九
の
一
案
(
嘉
腹
七
年
設
帖
、
乾
隆
二
年
)
、

⑤
殺
死
姦
夫
係
、
「
山
西
司
査
、
律
載
姪
殴
伯
叔
父
母
死
者
云
々
」

(
嘉
麗
四
年
設
帖
、
乾
隆
二
五

(
初
)

年
)
、
⑤
戯
殺
誤
殺
過
失
殺
傷
人
係
、
「
伊
裂
将
軍
谷
、
王
恩
長
叉
取
掛
衣
脱
落
棒
撃
何
雲
騎
馬
驚
胞
撞
朕
鄭
象
身
死
一
案
」
(
道
光
二
年
欧
西

(

幻

〉

司
通
行
、
年
次
不
詳
〉
、
⑦
夫
殴
死
有
罪
妻
一
妾
係
、
「
黒
龍
江
将
軍
浴
、
満
倉
檀
殺
晋
罵
伊
母
之
萎
牛
氏
一
案
」
(
嘉
慶
一
一
一
年
設
帖
、
乾
隆
九

(
M
M
)
 

年
〉
、
③
奴
抑
殴
家
長
係
、
「
安
撫
務
、
雇
工
刀
傷
家
長
、
雁
擬
何
罪
、
盗
請
部
示
一
案
」
(
嘉
慶
二
三
年
設
帖
、
乾
隆
六
年
)
、
⑨
殴
大
功
以

(

お

)

下
傘
長
候
、
「
快
督
題
、
楊
才
聴
従
父
命
殴
傷
小
功
兄
楊
佐
身
死
一
案
」
(
道
光
二
年
設
帖
、
乾
隆
一
九
年
・
同
三
八
年
)
、
⑮
同
僚
、

(

鈎

)

題
、
諦
元
川
情
切
救
父
、
殴
死
小
功
兄
諒
元
貧
一
案
」
(
嘉
慶
一
六
年
設
帖
、
乾
隆
一
一
一
一
年
)
、
⑪
同
僚
、

(

お

〉

縞
財
物
致
有
殺
傷
者
云
々
」
(
道
光
二
年
設
帖
、
嘉
鹿
二
四
年
以
前
、
但
し
年
次
不
詳
)
、
⑫
父
粗
被
蹴
練
、

(
町
四
〉

王
化
一
一
般
傷
王
翠
睦
身
死
、
遺
漏
援
例
雨
請
職
名
一
案
」
、
同
案
附
「
刑
部
震
片
覆
事
」

「
山
東
司
査
、

「川
督

例
載
因
被
傘
長
捨
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「
江
西
司
准
、
吏
部
片
査
江
西
省

(
嘉
慶
一
一
一
年
設
帖
、
年
次
不
詳
)

先
ず
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る
「
遠
年
」
と
は
一
鐙
ど
の
く
ら
い
前
の
年
次
を
さ
す
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
因
み
に

こ
の
一
二
例
中
援
引
さ
れ
た
成
案
の
年
次
が
分
か
っ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
が
本
件
と
ど
の
く
ら
い
の
年
次
差
が
あ
る
の
か
を
示
す

と、

①
二

O
年
、
②
七
三
年
、
③
二
六
年
、

④
六
五
年
、
⑤
三
九
年
、
⑦
七
二
年
、
③
七
七
年
、

@
六
八
年
・
四
九
年
、
⑮
六
三
年
と
な
り
、

こ
の
九
例
に
よ
る
限
り
で
は
最
短
で
二

O
年
前
の
成
案
が
「
遠
年
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
例
だ
け
か
ら
「
遠
年
」
と
「
近
年
」
の
分
岐

貼
が
二

O
年
と
い
う
時
貼
に
お
か
れ
て
い
た
と
速
断
す
る
こ
と
は
恨
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
成
案
の
援
引
が
却
け
ら
れ
た
全
件
数
三
四
件



中
、
本
件
と
の
差
が
一
九
年
以
下
の
成
案
で
「
迅
速
年
」
と
さ
れ
た
も
の
が
見
嘗
ら
な
い
こ
と
は
事
責
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
偲
り
に
「
遠
年
」
と
「
近
年
」
の
分
岐
黙
が
二

O
年
に
お
か
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
こ
の
二

O
年
を
超
す
奮
案
が
す
べ
て
「
遠

年
」
の
成
案
と
稽
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
他
の
理
由
、
即
ち
右
の
伺
り
の
理
由
で
も
っ
て
成
案
の
援
引
が
却
け
ら
れ
た
事
案
の
中
に
も
本
案

と
の
差
が
二
九
年
、
三
三
年
、
三
八
年
、
五
一
年
と
二

O
年
以
上
聞
い
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
遠
年
」
の
成
案
で
あ

る
と
の
理
由
は
附
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
成
案
の
法
源
性
を
否
定
す
る
要
件
と
し
て
、
遠
年
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
ほ

ど
決
定
的
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
を
よ
り
積
極
的
に
論
誼
す
る
た
め
に
は
、
二

O

年
以
上
前
の
成
案
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
が
判
決
作
成
の
中
に
お
い
て
引
用
さ
れ
て
い
る
事
案
の
存
在
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
こ
で
そ
の
よ
う
な
事
案
を
探
し
て
み
る
と
、
例
え
ば
折
歯
が
損
骨
に
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
り
、
成
案
が
援
引
さ
れ
た
事
案

し

び

れ

(

幻

)

(
「
菅
撫
題
す
る
と
こ
ろ
の
、
都
全
子
、
組
庭
科
を
殴
り
傷
つ
け
風
に
因
り
身
死
せ
し
一
案
」
)
と
い
う
の
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
折
歯
、
損
骨
と

た

だ

み

作
て
論
ず
べ
き
や
否
ゃ
に
至
り
て
は
、
特
に
近
年
の
成
案
審
家
た
る
の
み
な
ら
ず
、
即
ち
註
樺
諸
家
、
亦
均
な
未
だ
議
及
せ
ず
。
惟
だ
成
案
内

に
乾
隆
五
年
一
隅
建
省
の
荘
併
、
郎
協
に
よ
り
鋤
の
柄
で
牙
歯
を
撞
き
落
さ
れ
、
三
十
五
日
を
越
え
て
身
死
せ
し
」
一
案
と
い
う
の
が
援
引
さ

れ
、
そ
れ
に
照
ら
し
て
折
歯
を
以
て
損
骨
と
み
な
す
べ
き
で
な
い
と
の
判
断
が
導
か
れ
て
い
る
。
道
光
七
年
か
ら
遡
る
こ
と
八
七
年
前
の
判
決

例
で
あ
る
。
ま
た
も
う
一
例
だ
け
紹
介
す
る
と
、
四
川
総
督
題
す
る
と
こ
ろ
の
、
況
仕
語
、
小
功
の
服
叔
況
照
美
を
離
し
傷
け
、
並
び
況
仕

(お〉

翰
、
小
功
の
服
弟
況
仕
敏
を
観
し
傷
け
、
各
身
死
せ
し
一
案
(
嘉
慶
七
年
設
帖
)
と
い
う
の
が
あ
る
。
事
件
の
あ
ら
ま
し
は
、
況
仕
詰
ら
の
祖
母

が
病
残
し
租
墳
の
一
芳
ら
に
埋
葬
さ
れ
た
の
だ
が
、
風
水
思
想
に
凝
っ
て
い
る
況
照
美
(
お
よ
び
彼
の
命
令
に
従
っ
た
況
仕
敏
〉
に
よ
っ
て
そ
の
墳
墓

ほ
り
お
乙

を
倒
を
さ
れ
そ
う
に
な
り
、
そ
れ
を
阻
も
う
と
し
て
仕
詰
と
照
美
と
の
聞
で
も
み
合
い
に
な
り
、
万
を
ふ
り
か
ざ
し
て
き
た
照
美
か
ら
そ
れ
を

- 89ー

取
り
あ
げ
逆
に
彼
を
傷
つ
け
死
亡
せ
し
め
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
本
件
に
劃
し
て
四
川
総
督
は
服
制
に
も
と
守つ
い
て
定
擬
し
た
う
え
で
、
乾

隆
九
年
贋
東
省
の
林
智
之
の
成
案
(
「
母
の
棺
鋸
ら
れ
る
に
因
り
、
線
臓
の
服
兄
を
殴
り
死
し
、
救
母
の
情
切
な
る
に
照
ら
し
て
緋
理
す
る
の
案
」
)
を
援
引
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し
て
減
刑
す
べ
き
旨
の
整
明
を
附
し
刑
部
の
判
断
を
あ
お
ぎ
、
刑
部
も
司
官
、
律
例
館
、

堂
官
と
も
に
そ
の
判
断
に
同
意
し
た
(
「
既
に
緋
過
せ
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し
成
案
有
り
。
一
該
司
亦
議
の
照
に
す
。
;
・
・
照
緋
す
べ
き
に
似
た
り
。
批
を
奉
じ
司
に
交
し
て
議
の
照
に
し
云
々
」
〉
。

(

ぬ

)

と
五
八
年
前
の
醤
案
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

こ
の
成
案
も
嘉
慶
七
年
よ
り
遡
る
こ

一
方
で
「
遠
年
の
成
案
」
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
そ
の
遁
用
を
却
け
つ
つ
、
他
方
で
は
五

O
年

八

O
年
以
上
前
の
成
案
を
引
用
し
て
原
擬
を
作
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
成
案
が
「
遠
年
」
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と

が
質
際
に
は
成
案
の
法
源
性
を
否
定
す
る
う
え
で
要
件
上
の
放
力
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
も
の
が
た
つ
て
い
る
。
で
は
何
故
こ
の
要
件

以
上
、

は
容
易
に
破
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
法
的
結
論
を
導
き
出
す
う
え
で
有
利
と
思
わ
れ
る
成
案
で
あ
れ
ば
た
と
え
遠

年
の
も
の
で
あ
っ
て
も
援
引
し
て
か
ま
わ
な
い
と
す
る
貫
質
主
義
的
思
考
様
式
に
支
配
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
因
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
例
え
ば
母
の
通
姦
相
手
で
あ
る
こ
と
を
後
で
知
っ
た
息
子
が
、
そ
の
通
姦
者
を
刀
で
も
っ
て
玖
り
傷
つ
け
搾
命
せ
し
め
、
こ
の
行
震
に

射
し
て
「
子
、
母
の
姦
を
捉
」
え
た
場
合
の
専
僚
な
き
た
め
、
殺
死
姦
夫
僚
の
親
属
捉
姦
に
闘
す
る
候
例
の
「
依
夜
無
故
入
人
家
己
就
拘
執
市

植
殺
律
、
杖
一
百
徒
三
年
」
に
比
附
す
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
罪
人
拒
捕
僚
の
「
撞
殺
罪
人
律
」
(
絞
監
候
)
に
比
附
す
べ
き
か
が
争
黙
と
な
っ
た

〈

ω〉

事
案
に
お
い
て
、
後
者
の
候
文
の
逼
用
を
主
張
す
る
刑
部
律
例
館
が
乾
隆
五
六
年
、
五
七
年
の
成
案
を
援
引
し
、
そ
の
さ
い
に
「
遠
年
の
成
案

に
係
り
、
定
例
比
す
可
き
に
非
ず
と
雌
も
、
惟
だ
立
論
例
義
と
相
符
す
」
と
述
べ
た
り
、
嫌
隙
の
生
じ
た
相
手
方
に
劃
し
て
恨
み
を
は
ら
す
た

- 90ー

め
、
棺
に
入
れ
る
こ
と
な
く
蒲
で
包
ん
で
埋
葬
さ
れ
た
他
人
の
病
残
し
た
孫
女
の
屍
を
掘
起
し
、
そ
の
屍
鐙
を
残
聾
し
た
う
え
で
恨
み
を
抱
く

(

H

U

)

 

相
手
方
の
田
地
内
に
様
棄
し
た
事
件
に
お
い
て
、
刑
部
は
江
蘇
巡
撫
と
同
様
、
無
棺
の
屍
を
護
掘
し
た
本
件
に
封
し
「
震
掘
他
人
墳
塚
開
棺
見

屍
」
律
に
比
附
し
て
絞
監
候
に
擬
す
べ
き
と
判
断
し
、
そ
の
さ
い
乾
隆
二

O
年
の
成
案
が
「
遠
年
の
成
案
に
係
る
と
雄
も
、
第
だ
立
論
甚
だ
卒

允
震
り
」
と
し
て
援
引
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
こ
の
貫
質
主
義
的
な
も
の
の
考
え
方
を
よ
く
も
の
が
た
司
て
い
る
。

五

次
に
、
遠
年
の
成
案
と
は
別
の
理
由
、
即
ち
何
通
行
や
篠
例
と
い
司
た
正
式
の
法
源
に
非
.さ
る
こ
と
、

お
よ
び
付
現
行
の
定
例
と
合
致
し
な

い
こ
と
を
理
由
と
し
て
却
け
ら
れ
て
い
る
成
案
に
み
て
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。



先
ず
帥
の
理
由
に
よ
る
も
の
と
し
て
全
部
で
一
六
例
あ
る
。
そ
の
中
に
は
右
に
み
た
仰
の
理
由
(
①
、
④
、
@
、
⑪
)
と
並
稽
さ
れ
て
い
る
も

の
も
あ
り
、
そ
れ
ら
を
除
く
と
、

〈

必

)

⑬
徒
流
人
叉
犯
罪
像
、
「
黒
龍
江
将
軍
谷
、
遣
犯
馬
文
在
在
配
不
安
本
分
、
解
部
轄
護
一
案
」
、
⑭
徒
流
遁
徒
地
方
像
、

(

円

相

)

春
、
慶
員
曹
自
爆
到
配
三
年
、
期
満
請
一
万
一
案
」
、
⑮
強
占
良
家
妻
女
僚
、
「
刊
紙
撫
浴
、
陸
象
賢
因
輿
季
明
周
素
無
瓜
耳
、
央
媒
欲
鴨
其
女

(

U

H

)

 

大
貫
姑
篤
妻
、
未
成
云
々
」
一
案
、
⑮
戸
律
盟
法
僚
、
「
山
東
司
査
、
程
小
諾
因
聴
従
逸
犯
劉
玉
陣
、
販
私
漁
利
、
被
巡
役
越
希
有
絹
寧

(

必

〉

(

日

間

)

云
々
」
一
案
、
⑫
婿
盗
係
、
「
察
恰
爾
都
統
盗、

丹
巴
等
行
痛
嘗
鋪
衣
服
一
案
」
、
⑬
親
属
相
盗
像
、
「
慶
東
撫
浴
、
張
四
財
勤
死
大
功
堂

(

円

引

〉

(

必

)

弟
張
関
言
一
案
」
、
⑮
闘
殴
及
故
殺
人
候
、
「
菅
撫
題
、
馬
善
殴
熔
寅
七
子
身
死
一
案
」
、
@
威
逼
人
致
死
僚
、
「
廉
東
撫
題
、
鍾
繋
氏
被
劉

(

州

四

〉

(

印

)

E
五
拐
逃
、
致
伊
夫
鍾

E
四
蓋
念
自
量
一
案
」
、
@
闘
殴
僚
、
「
康
東
撫
姿
、
皆
兵
鄭
俊
等
疑
賊
共
殴
林
大
科
身
死
一
案
」
、
@
親
属
相
姦

(

日

〉

係、

「
映
督
盗
、
閣
庭
桂
興
出
嫁
堂
姉
閣
氏
逼
姦
一
案
」
、

@
奴
及
雇
工
人
姦
家
長
妻
係
、
「
東
撫
題
、
部
輿
拒
姦
、
腸
傷
雇
主
潜
溶
亭
身

(

臼

〉

(

日

〉

死
一
案
」
、
@
罪
人
拒
捕
像
、
「
北
撫
谷
、
逃
軍
緒
貴
用
鎖
錨
拒
傷
差
役
丁
成
照
、
卒
復
、

洛
請
部
一
不

一案」、

の
一
二
例
あ
り
、
「
照
覆
の
成
案
有
り
と
雄
も
、
並
ら
通
行
定
例
に
非
ず
c

混
行
牽
引
す
る
を
得
ず
」
、
コ
該
撫
所
引
の
江
南
現
行
の
成
案
、
並

さ

し

さ

わ

り

あ

り

か

る

が

る

E
と
の

ら
本
部
の
通
行
・
候
例
に
非
ず
。
循
照
掛
理
に
未
使
」
、
「
未
だ
通
行
を
鰹
ざ
る
の
嘗
案
を

率

し
く
引
く
は
、
殊
ほ
か
違
例
に
属
す
」
、
「
擬

よ
り
ど
ζ

ろ

の
照
り
に
題
覆
す
る
も
、
究
と
こ
ろ
逼
行
定
例
に
非
ず
。
ま
さ
に
援
し
て
以
て
擦
と
震
す
鷹
か
ら
ず
」
、
「
従
前
の
成
案
:
:
:
亦
未
だ
通
行
と

な
ら
ず
。
例
に
按
る
に
援
引
を
准
さ
ず
」
な
ど
、
表
現
の
方
法
に
や
や
遣
い
は
あ
る
も
の
の
、
遁
行
・
僚
例
に
非
ざ
る
以
上
は
そ
の
援
引
は
認

め
な
い
と
い
う
論
理
で
貫
か
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

こ
れ
に
射
し
て
付
現
行
の
定
例
と
合
致
し
な
い
こ
と
を
理
由
と
す
る
も
の
と
し
て
は
全
部
で
一
四
例
あ
る
。
そ
の
中
で
仰
同
と
並
稽
さ
れ
て

い
る
も
の
(
④
、
⑪
〉
、
仰
と
並
稽
さ
れ
て
い
る
も
の
(⑤
、
⑫
〉
を
除
く
と
、

(

臼

)

@
老
小
慶
疾
牧
晴
樹
係
、
「
直
督
題
、
謝
張
来
挟
嫌
謀
勤
鴻
九
見
身
死
一
案
」
、
@
謀
殺
人
候
、
「
慶
東
司
奏
、
現
在
纂
修
僚
例
、
草
査
奮
例

(

お

)

(

白

山

〉

内
有
雁
須
修
改
之
庭
云
々
」
一
案
、
@
戯
殺
誤
殺
過
失
殺
傷
人
候
、
「
安
徽
司
査
、
律
載
因
戯
而
殺
人
者
以
闘
殺
論
云
々
」
一
案
、

@
奴

「
烏
魯
木
湾
都
統
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稗
殴
家
長
係
、

(

幻

)

一
案
、
@
殴
大
功
以
下
傘
長
候

「
江
西
撫
題
、

巌
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「
江
西
這
御
史
奏
稿
、
旗
員
将
奴
稗
責
打
身
死
者
罰
俸
二
年
云
々
」

(
日
〉

久
築
疑
賊
誤
傷
大
功
兄
巌
久
俊
身
死
、
遵
駁
改
正
一
案
」
、

(

印

)

姦
、
拒
傷
氏
翁
田
忠
身
死

一
案
」
、
@
犯
姦
係
、

@
子
孫
違
反
数
令
候
、

母
謝
李
氏
見
面
不
避
云
々
」

「
奉
天
司
査
、
奴
僕
調
姦
家
長
之
妻
、
未
成
云
々
」

(

臼

)

一
案
、
@
断
罪
不
首
候
、

「
贋
東
撫
題
、
謝
湾
古
輿
鐘
法
人
郊
村
、
常
相
往
来
、
其

(
臼
)

「
安
撫
奏
、
阜
陽
鯨
知
懸
李
復
慶
等
虚
決
秋
審
罪
図
、
新
絞
錯
誤

一
案」、

「一
該
省
所
引
の
劉
虎
の
成
案
、
亦
定
律
と
符
さ
ず
。
現
に
誌
旨
を
奉
じ
て
例
を
舎
き
て
案
を
言
う
を
得
ず
」
、
「
若
し
現
行
の

「
士
口
林
将
軍
盗
、
李
得
成
因
輿
田
鳳
財
之
妻
劉
氏
、逼

(

印

)

「
直
督
題
、
段
四
強
姦
王
三
八
歳
幼
女
王
金
姐
一
案
」
、
@
奴
及
雇
工
人
姦
家
長
妻
僚
、

(
日
)

一
案
、
@
罪
人
拒
捕
除
、

の一

O
例
あ
り
、

律
例
を
不
問
に
置
き
、
而
る
に
此
の
無
稽
の
案
を
援
す
。
亦
部
中
崩
事
の
道
に
非
ず
」
、
「
惟
う
に
既
に
定
律
循
う
可
き
有
り
。
自
ら
例
を
舎
き

て
案
を
言
う
を
得
ず
」
、
「
一
該
撫
所
引
の
劉
梱
珂
の
一
案
、
土
木
だ
定
例
を
経
ざ
る
の
先
に
在
り
。
ま
さ
に
議
を
庸
い
る
こ
と
塀
か
る
醸
し
」
、
「
査

す
る
に
李
景
南
の
案
、
未
だ
例
を
定
め
ざ
る
の
先
に
在
り
。
今
既
に
専
僚
を
定
有
せ
り
。
自
ら
ま
さ
に
例
に
依
り
て
問
擬
す
躍
し
」
と
い
っ
た

と
こ
ろ
で
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
右
の
伺
と
付
の
成
案
を
却
け
る
根
擦
づ
け
の
違
い
に
つ
い
て
で
あ
る
。
前
者
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表
現
で
示
さ
れ
て
い
る
。

帥
に
つ
い
て
は
、
成
案
が
現
行
法
に
抵
鏑
す
る
か
ど
う
か
の
賃
値
的
判
断
を
加
え
る
ま
で
も
な
く
、
た
だ
そ
れ
が
通
行
・
篠
例
に
非
.
さ
る
こ
と

を
理
由
と
し
て
そ
の
法
源
性
が
否
定
さ
れ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
右
の
表
現
方
法
に
よ
る
限
り
は
形
式
的
理
由
の
み
に
よ
っ
て
そ
の
法
源
と
し

て
の
放
力
が
否
定
さ
れ
て
い
る
。
断
罪
引
律
令
僚
の
前
掲
篠
例
前
段
の

「
正
律
正
例
を
除
く
の
外
、
凡
そ
成
案
に
属
し
て
未
だ
通
行
を
経
て
著

し
て
定
例
と
痛
さ
ざ
れ
ば
、

一
柴
に
巌
禁
す
」
と
の
規
定
を
鐙
現
し
た
理
由
づ
け
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
れ
に
劃
し
て
付
の
場
合
は
現
行

法
と
矛
盾

・
抵
燭
す
る
限
り
に
お
い

て
は
成
案
の
援
引
を
認
め
な
い
と
い
う
論
旨
で
あ
り
、
成
案
の
法
源
性

一
般
が
否
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
例
え
ば
右
@
の
事
案
を
み
て
み
よ
う
。

本
件
は
丁
浮
が
孟
景
華
に
よ
っ
て
背
後
か
ら
戯
れ
抱
き
つ
か
れ
、
こ
の
手
を
振
り
ほ
ど
い
て
股
れ
ら
れ
た
ら
力
持
ち
で
あ
る
と
認
め
て
や
ろ

の

げ

う
と
言
わ
れ
た
の
で
、
力
を
込
め
て
振
り
ほ
ど
こ
う
と
し
た
が
か
な
わ
ず
、
そ
こ
で
足
を
後
方
へ
睡
ば
し
賜
っ
て
勢
を
つ
け
て
振
り
ほ
ど
こ
う



た
ま
た

と
し
た
と
こ
ろ
、
遁
ま
孟
の
腎
嚢
に
あ
た
っ
て
死
亡
せ
し
め
、
丁
淳
に
封
し
て
戯
殺
と
過
失
殺
の
い
ず
れ
の
候
文
を
遁
用
す
べ
き
か
が
争
黙
を

(

臼

)

な
し
た
ケ
l
ス
で
あ
る
。
雨
僚
は
殺
傷
の
故
意
が
な
い
と
い
う
黙
で
共
通
し
、
し
か
る
に
そ
の
量
刑
に
お
い
て
前
者
は
続
監
候
、
後
者
は
牧
購

ハ
ー
ド
。
ケ
ー
ス

が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
決
定
的
な
違
い
が
あ
り
、
裁
判
捲
首
者
に
と
っ
て
の
困
難
な
事
案
の
一
つ
を
な
す
。
そ
し
て
同
年
に
起
き
た
類
似
の
事

件
(
「
御
史
劉
彬
土
奏
す
る
と
こ
ろ
の
秩
審
戯
殺
絞
犯・
:
・
:
修
二
、
李
松
の
二
案
」
〉
に
お
い
て
は
、
彼
ら
の
行
震
に
は
い
ず
れ
も
争
闘
の
形
朕
が
認
め
ら

れ
ず
、

ま
た
傷
害
の
故
一
意
も
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
、
そ
し
て
従
前
の
杭
輿
護
の
成
案
に
お
い
て
は
演
武
者
が
金
刀
を
も
っ
て
演
武
の
最
中
に
相

手
方
を
致
死
せ
し
め
た
場
合
で
す
ら
過
失
殺
に
よ
っ
て
庭
断
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
過
失
殺
人
律
に
擬
す
べ
き
こ
と
を
御
史
は
上

奏
し
、
皇
一
帝
も
そ
の
問
擬
を
裁
可
し
た
。
こ
れ
に
針
し
て
本
件
で
は
、
安
徽
清
吏
司
は
、
戯
殺
は
そ
の
律
註
に
あ
る
よ
う
に
人
を
殺
す
に
足
り

る
事
を
戯
れ
に
行
う
こ
と
で
、
拳
・
俸
の
技
を
比
べ
あ
う
よ
う
な
場
合
が
そ
の
一
例
に
あ
た
る
こ
と
、
耳
目
の
及
ば
ざ
る
所
、
思
慮
の
到
ら
ざ

る
所
と
い
う
要
件
を
満
た
さ
な
い
限
り
過
失
と
は
認
定
で
き
な
い
こ
と
、
過
失
罪
の
成
立
に
つ
い
て
は
要
す
る
に
律
註
に
劃
す
る
い
わ
ゆ
る
巌
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格
な
文
理
解
穆
に
徹
す
べ
き
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
丁
津
の
行
魚
は
戯
殺
に
一
該
嘗
す
る
と
擬
し
、
そ
の
さ
い
に
あ
わ
せ
て
、
こ
の
解
樟
と
抵
蝿

す
る
成
案
の
援
引
を
以
後
認
め
る
べ
き
で
な
い
と
の
上
申
を
な
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
従
来
戯
殺
・
過
失
殺
を
め
ぐ
る
事
案
に
お
い
て
は
、

し
ば
し
ば
案
情
が
多
岐
に
わ
た
る
た
め
、

そ
の
取
扱
い

H
判
例
に
ば
ら
つ
き
が
見
ら
れ
る
(
「
誠
案
情
百
出
多
岐
、
律
例
一
成
不
易
、
卸
如
戯
殺
過
失

殺
一
項
、
従
前
緋
過
成
案
、
亦
多
未
能
筆
一
」
)
の
で
、

い
わ
ば
こ
の
刑
部
の
解
懇
の
線
で
判
例
の
統
一
を
は
か
ろ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
其
れ

従
前
掛
過
せ
し
成
案
、
復
び
援
引
を
行
う
を
得
ず
」
と
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
成
案
の
法
源
性

一
般
が
否
定
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
解

俸
に
沿
っ
た
成
案
で
あ
れ
ば
以
後
も
引
き
績
き
援
引
さ
れ
得
る
わ
け
で
、
事
貫
、
嘉
慶
二
二
年
直
隷
総
督
洛
る
と
こ
ろ
の
「
孟
文
魁
、
張
文
明

(
白
山
〉

と
戯
誰
し
、
張
文
明
を
致
傷
し
身
死
せ
し
め
し
一
案
」
に
お
い
て
も
、
右
の
丁
調停
の
一
案
(
通
行
)
と
と
も
に
嘉
慶
一
五
年
の
石
光
徳
、
同
二

O
年
の
劉
承
満
の
雨
成
案
が
引
用
さ
れ
、
そ
の
う
え
で
総
督
の
原
擬
が
却
け
ら
れ
て
い
る
。
現
行
法
に
反
し
な
い
限
り
、
つ
ま
り
現
行
法
の
遁

用
の
安
嘗
性
を
確
認
し
、
あ
る
い
は
現
行
法
の
意
味
内
容
を
よ
り
具
鐙
化
す
る
場
合
に
は
成
案
の
援
引
が
積
極
的
に
容
認
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
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さ
ら
に
現
行
法
な
き
場
合
(
法
の
欠
紋
の
事
態
)
に
は
成
案
を
参
照
す
る
こ
と
が
刑
部
の
貫
務
の
レ
ベ
ル
で
は
要
請
さ
れ
て
い
た
(
「
本
部
刑
名
を
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み

緋
理
す
る
に
、
均
な
律
例
に
依
り
て
罪
を
定
む
。
新
頒
の
律
例
を
用
う
れ
ば
、
則
ち
の
お
最
後
の
例
を
以
て
準
と
信
用
す
。
律
例
の
未
だ
備
わ
ざ
る
所
に
至
り
で
は
、

(

白

山

)

則
ち
近
年
の
成
案
を
詳
査
し
、
佑
い
照
ら
し
て
緋
理
す
。
若
し
成
案
無
く
ん
ば
始
め
て
律
に
比
(
附
)
し
て
定
擬
す
」
)
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
現
行
法
と
抵
鰯
す
る
場
合
に
は
そ
の
成
案
の
援
引
を
許
さ
な
い
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
が
現
行
法
と
抵
鰯
す
る
か
ど
う
か
の

判
断
は
、
首
一
該
の
事
件
に
射
し
て
ど
の
法
リ
量
刑
を
遁
用
す
べ
き
か
、
嘗
-
訟
の
事
件
に
一
該
品
回
国
す
る
法
の
内
容
を
ど
う
解
穫
す
る
か
に
よ
っ
て
大

き
く
分
か
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
究
極
的
に
は
法
の
解
樺
・
遁
用
を
め
ぐ
る
劉
立
に
闘
し
、
そ
し
て
成
案
援
引
の
逼
否
は
、
そ
の
封
立
に
劃
し
て

有
権
的
判
断
を
下
し
得
る
立
場
の
者
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
川
刊
の
ケ
l
ス
一
四
例
の
う
ち
、

④
、
⑪
、
⑫
、
@
、
@
、
@
、
@

の
七
件
は
巡
撫
、
穂
督
、
将
軍
ら
の
援
引
す
る
成
案
を
刑
部
が
却
け
た
事
例
で
あ
る
。
た
だ
成
案
の
援
引
が
却
け
ら
れ
た
全
事
例
三
四
件
中
、

そ
の
座
倒
的
部
分
は
刑
部
が
督
撫
、
都
統
、
将
軍
ら
所
引
の
成
案
を
却
け
た
も
の
(
二
四
件
)
か
ら
な
る
な
か
で
、
こ
の
付
の
ケ
l
ス
に
は
附
や

伺
の
ケ
l
ス
と
異
っ
て
、
新
た
な
立
法
措
置
を
講
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
従
来
の
成
案
H

判
例
の
取
扱
い
を
統
一
す
る
と
い
う
面
が
あ
り
、
刑
部
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自
身
が
従
来
そ
れ
に
も
と

e

つ
い
て
慮
理
し
て
き
た
成
案
を
新
立
法
化
、
あ
る
い
は
判
例
の
統

一
化
を
契
機
に
否
定
す
る
と
い
っ
た
場
合
も
含
ま

れ
る
。
@
、
@
、
@
、
@
、
@
の
五
件
は
こ
の
範
鴎
に
属
す
る
。
ま
た
残
り
の
⑤
、
@
は
刑
郡
部
内
で
律
例
館
が
清
吏
司
所
引
の
成
案
を
却
け

た
事
例
で
あ
る
。

最
後
に
肘
の
ケ
l
ス
、
即
ち
成
案
は
通
行
・
傑
例
に
非
ざ
る
と
の
理
由
で
も
っ
て
そ
の
援
引
が
却
け
ら
れ
て
い
る
事
案
に
つ
い
て
み
て
み
よ

ぅ
。
こ
の
ケ
l
ス
は
恰
も
形
式
的
要
件
の
み
を
理
由
と
し
て
成
案
の
法
源
性
を
否
定
し
て
い
る
か
に
み
え
る
。
た
し
か
に
、
断
罪
引
律
令
僚
の

前
掲
篠
例
の
前
段
に
お
い
て
、
成
案
の
援
引
は
一
概
に
認
め
な
い
旨
の
規
定
が
あ
り
、
ま
た
賓
際
の
案
件
で
も
「
成
案
未
だ
通
行
を
経
ず
。
例
に

按
り
て
亦
ま
さ
に
援
引
す
雁
か
ら
ず
」
と
の
表
現
が
、
二
、
三
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
傑
例
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
成
案
の
援
引
を
完

全
に
禁
じ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
刑
部
の
査
核
を
経
て
僚
例
化
す
る
こ
と
を
僚
件
と
し
て
成
案
の
援
引
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
乾
隆

八
年
に
な
る
と
、
こ
の
候
例
は
質
質
的
に
空
文
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
即
ち
僚
例
後
段
の
「
援
し
て
例
と
震
す
可
き
者
有
ら
ば
、
本
内
に

於
い
て
盤
明
し
て
、
刑
部
詳
か
に
査
一
核
を
加
え
、
著
し
て
定
例
と
震
さ
ん
こ
と
の
請
を
附
す
る
を
許
す
」
と
の
規
定
は
、
「
嗣
後
如
し
軽
重
卒



を
失
し
、
律
例
未
だ
協
わ
ざ
る
の
案
有
ら
ば
、
何
ち
一
該
督
撫
成
案
を
援
引
し
、
刑
部
詳
か
に
察
艇
を
加
え
、
准
す
磨
き
・
較
す
臆
き
の
慮
を
疏

(
同
町
〉

「
成
案
を
も
っ
て
著
し
て
定
例
と
帰
す
」
こ
と
は
も
は
や
僚
件
と
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
こ
の
結
果
、
右
燦

内
に
聾
明
し
旨
を
請
」
え
ば
よ
く
、

例
前
段
の
規
定
は
形
骸
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
蓋
し
、
督
撫
ら
の
援
引
す
る
成
案
が
准
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
較
因
さ
れ
る

の
か
、
彼
ら
は
事
前
に
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
わ
け
で
、
刑
部
に
よ
る
察
薮
の
結
果
較
因
さ
れ
る
可
能
性
を
残
し
つ
つ
も
、
督
撫
ら
が
成
案
を

法
源
と
し
て
援
引
す
る
こ
と
は
贋
く
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
刑
部
自
身
も
、
候
例
化
す
る
こ
と
を
篠
件
と
し
な
い

で
済
む
分
だ
け
一
一
層
自
由
に
成
案
を
援
引
し
得
る
こ
と
と
な
っ
た
。
例
え
ば
前
掲
⑬
の
「
贋
東
撫
洛
る
と
こ
ろ
の
、
張
四
財
、
大
功
の
堂
弟
張

関
言
を
勤
死
せ
し
一
案
」
〈
開
言
が
四
財
の
家
の
財
物
を
籍
取
し
、
四
財
に
よ
っ
て
干
M
U

に
勤
船
仇
さ
れ
た
事
件
〉
に
お
い
て
、
親
属
相
盗
僚
の
、
尋
長
卑

幼
を
殺
傷
す
る
の
律
に
援
る
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
刑
部
と
、
最
初
は
同
律
に
よ
っ
て
問
擬
し
つ
つ
、
そ
の
後
、
山
東
省
韓
奇
の
成
案
ハ
韓
奇
が

彼
の
家
の
牛
馬
を
槍
奪
し
よ
う
と
し
た
小
功
の
堂
弟
の
韓
錦
を
殴
傷
致
死
せ
し
め
た
事
件
で
、

を
援
引
し
て
撞

殺
律
に
擦
っ
て
問
擬
を
な
し
た
贋
東
巡
撫
と
で
謝
立
し
た
さ
い
に
、
刑
部
は
巡
撫
所
引
の
成
案
を
「
究
と
こ
ろ
通
行
定
例
に
非
ず
。
ま
さ
に
援

罪
人
拒
捕
僚
の
撞
殺
律
が
遁
用
さ
れ
た
成
案
〉

- 95ー

し
て
以
て
援
と
震
す
鷹
か
ら
ず
」
と
述
べ
て
そ
れ
を
却
け
つ
つ
、
自
ら
は
自
設
に
遁
合
的
な
成
案
数
件
を
援
引
し
て
い
る
。
い
わ
ば
刑
部
の
側

で
は
成
案
の
援
引
に
つ
い
て
フ
リ
l
ハ
ン
ド
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
も
成
案
援
引
の
准
・
較
の
擢
が
刑
部
に
あ
る
と
い
っ
て
も
、
常

に
刑
部
の
判
断
が
優
位
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
九
卿
曾
議
に
よ
っ
て
今
度
は
刑
部
の
判
断
が
却
け
ら
れ
る
と
い
っ
た
ケ
l
ス
も
あ
り
得

(

伺

)

た
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
成
案
の
援
引
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
最
終
的
な
有
権
的
解
簿
者
た
る
皇
帝
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
成
案
の
法
源
性
一
般
の
否
定
を
意
味
す
る
か
に
み
え
る
伺
の
ケ
l
ス
に
お
い
て
も
、
前
述
の
川
刊
川
け
に
お
い
て
見
た
の
と
同
様
、

嘗
一
該
の
案
件
に
劃
す
る
遁
用
俊
文
・
量
刑
を
め
ぐ
っ
て
替
撫
ら
と
刑
部
と
の
聞
で
劃
立
が
あ
る
と
き
に
、
よ
り
高
位
の
有
権
解
樟
的
地
位
に
あ

る
側
の
者
に
よ
っ
て
相
手
方
の
成
案
の
援
引
が
却
け
ら
れ
、
そ
の
さ
い
の
理
由
と
し
て
前
述
篠
例
の
前
段
の
文
言
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い

る
に
す
ぎ
な
い
。
制
の
ケ
l
ス
一
六
例
中
一
四
例
は
い
ず
れ
も
こ
れ
に
一
該
嘗
す
る
。
そ
し
て
残
る
二
例
の
う
ち
⑬
の
菅
撫
具
題
に
か
か
る
馬

ゃ

ζ

る

善
、
責
七
子
を
殴
り
熔
き
身
死
せ
し
一
案
〈
一
一
歳
未
満
の
幼
該
を
故
殺
し
た
場
合
、
謀
殺
の
場
合
と
同
様
に
二
歳
以
上
リ
斬
監
候
と
一

O
歳
以
下
H

281 
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斬
・
絞
立
決
と
で
差
を
設
け
る
べ
き
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
〉

に
つ
い
て
は
、

巡
撫

・
刑
部
と
も
に
故
殺
本
律
に
照
ら
し
て
斬
監
候
に
虚
す

べ
き
こ
と
で
一
致
し
て
お
り
、

た
だ
刑
部
堂
官
に
劃
し
て
自
ら
の
原
擬
の
安
嘗
性
を
十
分
に
根
擦

ε

つ
け
る
た
め
で
あ
ろ
う
、
従
来
の
篠
例
や
遁

行
の
制
定
経
過
を
検
討
し
、

そ
の
中
で
自
ら
の
原
擬
と
異
な
る
内
容
の
成
案
(
嘉
康

一
六
年
湖
南
省
題
す
る
と
こ
ろ
の
、
粟
笑
冴
、
七
歳
の
幼
該
を
故

殺
せ
し
成
案
、
斬
監
候
の
原
擬
に
針
し
て
皇
帝
は
斬
立
決
に
庭
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
)
が
存
在
し
た
の
で
、

そ
の
成
案
は

一
回
限
り
の
特
旨
断
罪
に
よ
る

も
の
で
あ
っ
て
「
未
だ
著
し
て
定
例
と
矯
」
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
清
吏
司
(
あ
る
い
は
律
例
館
〉
は
特
に
断
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
残
る

一
例
は
前
述
の
張
四
財
が
大
功
の
堂
弟
張
関
言
を
殺
害
し
た
事
案
で
あ
り
、
贋
東
巡
撫
と
刑
部
と
で
そ
の
量
刑
に
つ

い
て
は
嬰
わ
り
の
な
か
っ
た
ケ
l
ス
で
あ
る
(
「
該
省
所
引
の
檀
殺
は
闘
殺
を
以
て
論
ず
る
の
律
と
、
小
功
の
卑
幼
を
殴
り
死
せ
し
例
と
は
同
一
に
絞
に
擬

て
い
せ
い

す
。
罪
名
出
入
に
関
す
る
無
し
。
是
を
以
て
未
だ
更
正
を
経
ず
、
擬
の
照
り
に
題
援
す
」
〉
。

も
し
逼
用
保
文
、
量
刑
の
い
ず
れ
の
面
に
お
い
て
も
刑
部
と

督
撫
ら
と
で
完
全
に
一
致
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
後
者
が
援
引
す
る
成
案
を
た
だ
単
に
そ
れ
が
「
究
と
こ
ろ
遁
行
定
例
に
非
ず
」

と
の
理

由
で
「
ま
さ
に
援
し
て
以
て
擦
と
魚
す
庭
か
ら
ず
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

た
し
か
に
成
案
の
法
源
性
を
否
定
す
る
根
擦
に
な
り
得
る
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で
あ
ろ
う
。
し
か
し
本
件
は
先
に
み
た
よ
う
に
量
刑
の
面
で
は
嬰
わ
り
な
い
も
の
の
、
親
属
相
盗
僚
の
殺
傷
卑
幼
律
で
も
っ
て
慮
断
す
べ
き

か
、
そ
れ
と
も
罪
人
拒
捕
僚
の
撞
殺
律
に
操
る
べ
き
か
、

や
は
り
争
貼
を
な
し
て
い
る
わ
け
で
、
自
ら
の
主
張
を
貫
く
た
め
に
刑
部
は
相
手
方

の
援
引
す
る
成
案
を
却
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
要
す
る
に
、
断
罪
引
律
令
僚
候
例
の
前
段
の
規
定
に
あ
る
よ
う
な
、
成
案
は
通
行
・
僚
例
と
は
異
な
る
が
故
に
そ
の
援
引
を
認
め
な
い

と
い
っ
た
、
形
式
的
要
件
の
み
に
よ
っ
て
そ
の
法
源
性
を
否
定
し
た
事
例
は
一
例
も
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
筆
者
の
結
論
で
あ
る
。
む

し
ろ
目
を
樽
じ
て
成
案
が
援
引
さ
れ
て
い
る
ケ
l
ス
を
見
て
い
く
な
ら
ば
、
刑
部
が
立
論
を
根
接
づ
け
る
た
め
に
成
案
を
援
引
し
て
い
る
場
合

(
印
)

の
他
に
、
督
撫
等
の
原
擬
が
刑
部
に
よ
っ
て
較
せ
ら
れ
た
後
、
な
お
原
擬
を
成
案
で
も
っ
て
補
強
し
よ
う
と
し
た
り
、
督
撫
や
刑
部
司
官
ら
の

原
擬
に
成
案
が
参
照
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
た
と
え
そ
の
原
擬
に
異
論
が
な
い
と
き
で
す
ら
あ
え
て
再
度
に
わ
た
っ
て
成
案
の
検
査
を
刑
部
堂

(

初

)

官
が
要
求
し
た
り
、
あ
る
い
は
刑
部
内
で
堂
官
と
司
官
と
の
聞
で
意
見
の
一
致
が
見
ら
れ
な
い
と
き
、
そ
の
検
討
を
委
ね
ら
れ
た
律
例
館
が
成



〈

札

)

案
に
よ
っ
て
な
お
原
擬
ど
お
り
の
慮
断
を
認
め
さ
せ
よ
う
と
し
た
り
、
さ
ら
に
は
皇
帝
が
刑
部
の
原
擬
に
不
満
の
と
き
、
成
案
を
詳
査
さ
せ
よ

(η
〉

う
と
し
た
り
と
、
判
決
作
成
の
過
程
で
一
意
一
見
の
劃
立
が
見
ら
れ
た
り
、
な
お
一
一
層
の
慎
重
な
判
断
が
も
と
め
ら
れ
て
い
る
と
き
に
し
ば
し
ば
成

案
が
援
引
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
が
要
求
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
こ
の
こ
と
は
法
的
決
定
作
成
の
う
え
で
成
案
が
決
め
手
と
な
る

よ
う
な
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
を
も
の
が
た
つ
て
い
る
。

........ 
J、、

陳
富
美
女
史
は
沈
之
奇
の
大
清
律
輯
註
そ
の
他
の
註
揮
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
輿
え
て
い
る
。

「
清
律
は
私
的
註
揮
を
法
源
と

ま
た
法
準
則
の
一
意
味
を
明
確
化
す
る
た
め
の
手
助
け
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
、
明
示
的
に
は
何
も
規
定
し
て
い
な

か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
時
代
の
推
移
の
中
で
一
つ
の
明
瞭
な
政
策
が
設
展
を
途
げ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
乾
隆
一
一
帝
の
初
期
、
清
朝
は

明
ら
か
に
、
省
に
お
け
る
法
的
決
定
に
さ
い
し
て
法
源
と
し
て
私
的
註
樟
を
用
い
る
こ
と
に
寛
容
、
も
し
く
は
獣
認
的
態
度
を
示
し
た
。
:
・

し
か
し
な
が
ら
、
，
次
第
に
刑
部
は
省
の
司
法
嘗
局
が
刑
部
の
覆
審
を
も
と
め
て
原
擬
を
作
成
す
る
さ
い
に
輯
註
を
引
用
す
る
こ
と
を
批
判
し
始

め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
:
:
:
一
八
二
二
(
道
光
二
)
年
ま
で
に
、
全
園
の
す
べ
て
の
省
の
嘗
局
は
法
的
決
定
を
下
す
さ
い
に
輯
註
に
一
切
依
援
し

一
八
二
二
年
の
こ
の
禁
令
が
十
分
な
放
果
を
あ
げ
た
か
ど
う
か
、
そ
の
評
債
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ

し
て
、
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て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
。

の
後
の
護
展
の
一
示
す
と
こ
ろ
で
は
、
清
朝
政
府
は
そ
の
禁
止
を
な
に
が
な
ん
で
も
強
制
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
省
首
局
が
法
的
決
定
に
沈

の
輯
註
を
援
引
す
る
こ
と
に
射
す
る
政
策
と
劃
照
的
に
、
刑
部
の
各
清
吏
司
と
律
例
館
は
、
刑
部
堂
官
に
劃
す
る
読
帖
の
か
た
ち
で
彼
ら
の
覆

審
の
意
見
を
作
成
す
る
と
き
に
常
に
自
由
に
そ
れ
に
依
接
し
た
。
箪
に
堂
官
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
引
用
す
る

(

乃

)

こ
と
が
積
極
的
に
奨
勘
さ
れ
さ
え
し
た
」
。
清
代
法
源
の
一
角
を
占
め
る
こ
の
註
穆
の
代
わ
り
に
成
案
を
お
き
か
え
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
い

え
る
だ
ろ
う
。

283 

清
律
は
、
裁
判
に
さ
い
し
て
は
律
・
篠
例
に
依
る
べ
き
こ
と
を
う
た
っ
て
い
た
(
断
罪
引
律
令
僚
〉
が
、
乾
隆
三
年
御
史
王
桐
の
篠
奏
に
よ
っ
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て
成
案
を
法
源
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
明
示
的
に
禁
止
さ
れ
、
同
五
年
の
篠
例
の
中
に
纂
入
さ
れ
た
。
立
法
首
-
初
の
一
意
聞
は
成
案
を
一
回
限
り

の
判
決
例
に
と
ど
め
お
き
、
定
例
化
を
篠
件
と
す
る
ば
あ
い
に
限
っ
て
例
外
的
に
の
み
そ
の
逼
用
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
こ
の
僚
例
は
同
八
年
の
奏
准
に
よ
っ
て
、
刑
部
の
鮫
回
に
あ
わ
な
い
限
り
は
自
由
に
成
案
を
援
引
で
き
る
こ
と
に
な
り
、
貫
質
上

空
文
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
嘉
慶

一
六
年
、
副
都
御
史
に
よ
っ
て
成
案
の
濫
用
を
制
限
す
べ
き
内
容
の
上
奏
が
な
さ
れ
、
そ
の

結
果
、
現
行
の
定
例
を
調
査
の
う
え
定
例
に
欠
飲
が
あ
る
場
合
に
成
案
を
篠
例
に
纂
入
す
る
こ
と
、
定
例
と
合
致
し
な
い
成
案
は
加
を
造
っ
て

し
よ
う
さ
や
く

乙
う
さ
つ

事
由
を
註
明
し
、
そ
の
原
稿
を
即
ち
に
錯
燈
す
る
こ
と
、
定
例
と
合
致
し
な
い
け
れ
ど
も
な
お
査
覆
を
必
要
と
す
る
成
案
に
つ
い
て
は
別
加

伝
つ
い
ん

(

叫

)

登
記
し
、
鈴
印
の
う
え
倉
庫
に
貯
え
て
お
く
こ
と
な
ど
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
措
置
が
と
ら
れ
た
と
い
う
こ
と

は
、
成
案
が
そ
れ
ま
で
法
源
と
し
て
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
逆
に
も
の
が
た
つ
て
い
る
。
と
同
時
に
、
こ
の
措
置
に
よ
っ
て
以
後

「部
院
街
門
」
に
よ
る
成
案
の
引
用
が

一
律
に
禁
じ
ら
れ
た
わ
け
で
も
な
い
。
輯
註
な
ど
の
私
的
註
揮
の
場
合
と
同
様
、
刑
部
自
身
は
堂
官
に
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射
す
る
読
帖
の
中
で
清
吏
司
や
律
例
館
が
自
由
に
成
案
を
援
引
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
成
案
の
援
引
が
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
二
度
、

三
度
と
成
案
の
有
無
の
検
査
が
堂
官
、
さ
ら
に
は
皇
帝
に
よ
っ
て
司
官
、
律
例
館
さ
ら
に
は
督
撫
ら
に
射
し
て
命
じ
ら
れ
る
こ
と
さ
え
あ
っ

た。
と
こ
ろ
で
、
法
律
上
、
公
式
に
は
そ
の
法
源
性
が
認
知
さ
れ
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
故
こ
の
よ
う
に
成
案
が
|
|
輯
註
な
ど
に
比

べ
た
ら
は
る
か
に
大
き
な
|
|
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
成
案
H
判
例
と
い
う
も
の
の
も
つ
固
有
の
属
性
に
由
来
す
る
。
町

ち
類
似
の
事
案
に
は
類
似
の
法
的
数
果
を
と
い
う
法
的
安
定
性
の
要
請
を
果
た
す
う
え
で
も
、

ま
た
法
の
欠
紋
や
ど
の
傑
文
を
遁
用
す
べ
き
か

が
問
題
と
な
っ
て
い
る
困
難
な
事
案
に
射
し
て
そ
の
解
決
基
準
を
具
般
的
に
提
供
す
る
う
え
で
も
決
定
的
な
役
割
を
果
た
す
の
は
判
例
で
あ

る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
中
園
の
場
合
、
成
文
法
典
主
義
を
と
り
つ
つ
も
演
鐸
的
推
論
よ
り
も
開
納
的
推
論
に
頼
る
傾
向
が
強
か
っ
た
と
い
う
こ

と
も
、
成
案
へ
の
親
近
性
の
一
要
因
を
な
し
た
と
思
わ
れ
る
。

本
稿
は
成
案
の
援
引
が
却
け
ら
れ
て
い
る
ケ
I
ス
に
着
目
し
て
そ
の
理
由
の
検
討
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
ケ
l
ス
の
分
析
を
と



お
し
て
成
案
の
法
源
性
を
再
確
認
し
て
お
く
こ
と
、
こ
れ
が
本
稿
の
目
的
で
あ
っ
た
。
成
案
を
却
け
る
理
由
と
し
て
、

ωそ
れ
が
遠
年
の
成
案

で
あ
る
こ
と
、
例
通
行
・

僚
例
に
非
.
さ
る
こ
と
、
け
現
行
の
定
例
と
抵
燭
す
る
こ
と
の
三
つ
が
あ
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
中
で
成
案
の
法
源

性
の
否
定
に
直
接
か
か
わ
っ
て
く
る
の
は
伺
の
理
由
の
場
合
で
あ
る
。
刊
に
お
い
て
は
、
遠
年
の
成
案
で
な
け
れ
ば
そ
の
援
引
を
認
め
る
と
の

意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
し
(
ま
た
遠
年
の
成
案
で
あ
っ
て
も
法
の
遁
用
・

量
刑
の
立
論
リ
賓
種
的
判
断
と
相
符
す
も
の
は
準
則
と
し
て
用
い
ら
れ
た
〉
、
村

の
場
合
は
法
源
性
の
問
題
と
直
接
的
に
は
関
係
し
な
い
。
何
故
な
ら
、
現
行
の
定
例
と
抵
鍋
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
成
案
に
限
ら
ず
、
律
や
奮
篠

例
と
雄
も
そ
の
数
力
は
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
(
奮
法
に
射
す
る
新
法
の
優
位
〉
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
律
や
篠
例
一
般
が
法
源
た
り
得
な

い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
肝
心
の
制
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
単
に
成
案
は
通
行
や
篠
例
で
は
な
い
か
ら
と

い
う
形
式
的
理
由
だ
け
で
そ
の
援
引
が
却
け
ら
れ
た
事
例
は
一
例
も
存
在
し
な
か
っ
た
。
一
六
例
中
一
四
例
は
刑
部
と
督
撫
そ
の
他
の
街
門
と

の
聞
で
法
の
遁
用
等
の
貫
鐙
的
判
断
を
め
ぐ
っ
て
劉
立
が
み
ら
れ
る
と
き
、
前
者
が
後
者
の
見
解
を
否
定
す
る
こ
と
の
一
環
と
し
て
そ
の
成
案

を
却
け
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
残
り
の
二
例
に
つ
い
て
も
、
刑
部
の
立
論
と
抵
燭
す
る
成
案
で
あ
る
か
ら
こ
そ
そ
れ
を
却
け
て
い
る
の
で

- 99ー

あ
っ
て
、
そ
れ
が
通
行

・
傑
例
で
は
な
い
か
ら
と
い
う
形
式
的
要
件
を
理
由
と
し
て
却
け
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
法
の
形
式
主
義
的
思
考
の

稀
薄
な
中
園
に
お
い
て
、
制
の
よ
う
な
形
式
的
要
件
が
寅
数
性
を
持
ち
得
る
こ
と
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
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註
(

1

)

圏
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
総
論
(
改
訂
版
〉
』
四
六
頁
。

〈

2
)

臨
時
蔓
湾
奮
慣
調
査
曾
『
清
園
行
政
法
』
(
汲
古
書
院
〉
第
一
各
上
、

二一一良。

(

3

)

同
右
、
四
O
頁
。
も
っ
と
も
本
書
も
成
案
の
法
源
性
を
否
定
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。

〈

4
)
U
2
r
回
。
品
宕
自
ι
口町
g
n
o
p
A
O
ロ
y
h
n
H
S
3
H達
、
内
ミ
と

のと司
h
H
・
国
防
『
〈
曲
同
仏

C
2〈
mw
円
回
目
再
】
『
司
『

2
♂
]
戸
由
市
山
吋
・
官

-
H印
N
-

(
5
〉
拙
稿
「
清
朝
時
代
の
裁
剣
に
お
け
る
成
案
の
役
割
に
つ
い
て
|
|
刑

案
涯
覚
を
も
と
に
し
て
|
|
」
(
『早
稲
田
法
皐
』
第
五
七
巻
三
貌
)
、

三
七
四
頁
。

(

6

)

『
大
清
廃
朝
貫
録
』
嘉
慶
一
六
年
九
月
甲
辰
僚
。
な
お
向
上
識
は
刑

案
涯
覧
径
四
、
老
小
康
疾
牧
瀬
保
「
直
督
題
、
謝
張
来
挟
嫌
謀
勤
宙
開
九

見
身
死
一
案
」
、
四
二
一
l
l

四
二
四
頁
(
こ
の
頁
数
は
成
文
出
版
社
本

に
よ
る
。
以
下
引
用
頁
は
こ
れ
に
よ
る
)
、
間
各
三
て
戯
殺
誤
殺
過
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失
殺
傷
人
僚
、
「
安
徽
司
査
、
律
載
因
戯
而
殺
人
者
云
々
」
、
二

O
五
七

二
O
五
九
頁
、
同
巻
四
四
、
父
祖
被
殿
僚
、
「
江
西
司
准
、
吏
郡
片

査
江
西
省
王
化
一

:
:
:
一
案
」
お
よ

び
「
刑
部
魚
片
覆
事
云
々
」
、
二

七
九
七

l
二
七
九
八
頁
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。

(

7

)

『
大
清
律
例
櫓
修
統
纂
集
成
』
(
章
鍛

・
沈
嘉
樹
重
編
、
道
光
一一一一一

年
漸
省
同
文
堂
刊
、
章
鍛
・
沈
嘉
樹
増
修
、
同
治
四
年
、
京
都
琉
璃
廠

磁
板
、
問
、
同
治

一
O
年、

京
都
琉
璃
廠
裁
板
)
凡
例
。
因
み
に
原
文

を
記
す
と
、

成
案
駁
案
、
雌
輿
律
例
相
篤
表
一
一袋
、
然
有
未
経
通
行
之
案
、
不
准
引

用
、
葱
照
律
例
館
之
設
帖
及
刑
案
漉
覧
二
番
、
樺
其
尤
要
者
、
悉
分

門
採
入
、
上
格
伴
知
、
衡
情
断
獄
、
立
議
折
中
、
足
櫓
撃
識
、
亦
備

参
稽
、

と
な
っ
て
い
る
(
傍
線
小
口
、
以
下
同
)
。
と

こ
ろ
が
同
じ

『
大
清
律

例
増
修
統
纂
集
成
』
で
も
陶
駿
・
陶
念
森
増
修
に
か
か
る
光
絡
一
一
一
一

年
、
市
川
省
婦
業
房
、
光
緒
一
七
年
、
制
削
省
琢
訳
文
堂
、
同
年
上
海
文
淵
山

房
、
光
緒
二

O
年
の
各
刊
本
、
お
よ
び
光
絡
一
九
年
、
二
四
年
の
各
刊

本
に
お
い
て
も
、

成
案
奥
律
例
相
骨
周
表
裏
、
雄
未
経
通
行
之
案
不
准
引
用
、
然
其
衡
情

断
獄
、
立
議
折
衷
、
頗
増
翠
識
、
葱
亦
庚
骨
周
採
輯
、
以
使
互
鐙
、

と
な
っ
て
い
て
、
前
者
が
、
成
案
は
律
例
と
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ

る
け
れ
ど
通
行
を
綬
ざ
る
成
案
の
引
用
は
許
さ
れ
な
い
と
の
立
場
を
強

く
押
し
出
し
て
い
る
の
に
封
し
て
、
後
者
で
は
、
建
前
上
は
遁
行
と
さ

れ
て
い
な
い
成
案
の
引
用
は
許
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
、
成
案
と
律
例

は
密
疑
不
可
分
の
関
係
に
あ
り
、
現
貨
の
剣
決
作
成
に
お
い
て
き
わ
め

て
参
考
債
値
の
高
い
も
の
、
換
言
す
れ
ば
事
寅
上
の
法
源
と
し
て
の
面

が
強
く
押
し
出
さ
れ
て
い
る
。

(

8

)

一
九
七
二

l
一
九
七
四
頁
。

(
9
〉
『
例
案
全
集
』
李
複
序
文
。

(

m

)

向
、
陳
汝
栂
序
文
。

(
日
)
『
成
案
集
編
』
周
皐
健
序
文
。

(
ロ
)
『
鮫
案
新
編
』
抗
葵
生
序
文
。

(
日
)
『
刑
案
涯
賛
績
編
』
腐
鍾
磁
序
文
。

(
M
〉
同
右
、
李
保
和
叙
文
。

(
日
)
例
え
ば
各
四
、
老
小
畷
疾
牧
殿
僚
、
蘇
撫
具
題
の
戴
七

一
案
(
道
光

六
年
設
帖
、
四

O
五

四

O
六
頁
)
に
お
い
て
、
「
一
該
省
賂
戴
七
擬
絞
、

援
丁
乞
三
仔
之
案
」
、
「
査
本
案
情
節
、
原
興
丁
乞
三
仔
原
案
不
甚
相

符
」
と
あ
る
丁
乞
三
仔
の
案
と
は
、
貨
は
薙
正

一
O
年
の
論
旨
に
よ
っ

て
銑
に
篠
例
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
(
同
僚
、
江
西
撫
題
、
陳
枚
太
一

案
、
四

O
六
頁
〉
。
ま
た
を
三

O
、
関
殴
及
故
殺
人
保
、
伊
整
終
憲
容

る
と
こ
ろ
の
王
登
岐
一
案
(
嘉
俊
一
八
年
侠
西
司
設
帖
、
二

O
一
四

頁
〉
に
お
い
て
、
「
其
情
節
輿
従
前
奥
升
生
・
剤
付
常
・
宋
大
渓
等
成

案
」
と
あ
る
宋
大
漢
の
成
案
と
は
、
嘉
慶
五
年
に
既
に
通
行
と
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
(
同
僚
、
車
中
罪
容
宋
大
渓

一
案、

二
O
一
三
頁
〉
。

(
凶
)
こ
こ
で
は
、
複
数
の
成
案
の
う
ち
一
方
の
成
案
の
遁
用
を
却
け
た
ケ

ー
ス
や
、
立
法
化
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て

一
般
的
に
従
前
の
成
案
が

参
照
さ
れ
、
そ
の
中
で
新
立
法
措
置
に
反
す
る
一
部
の
成
案
が
否
定
さ

れ
る
と
い
っ
た
ケ
l
ス
(
例
え
ば
港
一
五
、
効
囚
保
、
「
江
西
道
御
史

妻
橋
云
々
」

二

O
二
l
一一

O
三
頁
〉
は
除
い
て
い
る
。
前
者
の

場
合
は
別
の
成
案
が
援
引
さ
れ
て
お
り
、
後
者
の
場
合
も
成
案
の
援
引

の
意
園
そ
の
も
の
は
認
め
ら
れ
、
積
極
的
に
成
案
の
援
引
を
却
け
た
ケ

-100ー
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ー
ス
と
は
性
格
を
異
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。

(
げ
〉
巻
二

O
、
略
人
略
頁
人
候
、
「
江
西
司
査
、
律
載
枚
留
迷
失
子
女
、

不
迭
官
司
而
費
負
妻
-
妥
者
云
々
」
〈
乾
隆
五
七
年
設
帖
〉
、
一
四

O
七

頁。

(
刊
日
〉
巻
二
五
、
殺
死
姦
夫
係
、
「
河
撫
姿
構
、
査
例
載
本
夫
於
姦
所
登
時

殺
死
姦
夫
者
云
々
」
(
嘉
慶
二
二
年
読
帖
〉
、
一
七

O
九
頁
。

(
m
U

〉
巻
四
二
、
殴
期
親
傘
長
僚
、
「
湖
庚
司
査
、
律
載
因
嗣
殴
而
誤
殺
秀

入
者
云
々
」
(
道
光
五
年
読
帖
〉
、
二
六
五
二
頁
。

(mω

〉
巻
四
六
、
謹
告
係
、
「
且
盲
目
撫
題
、
王
椿
認
告
王
君
弼
殴
傷
李
貴
身
死
、

屍
遵
蒸
検
一
案
」
ハ
道
光
六
年
湖
底
司
設
帖
)
、
二
八
九
四
頁
。

(
引
む
そ
の
他
、
巻
一
八
、
盗
田
野
穀
褒
係
、
「
庚
西
撫
題
、
梁
乗
芥
籍
放

曾
誠
周
回
水
、
額
死
曾
誠
周
一
案
」
(
嘉
慶
一
一
一
一
一
年
設
帖
)
、
一
-
一
八
一

頁
、
各
二
九
、
闘
殴
及
故
殺
人
係
、
「
直
毅
司
査
、
共
殴
案
内
徐
人
監

舞
云
々
」
附
、
通
行
稿
尾
「
査
例
載
事
主
因
賊
犯
黒
夜
像
籍
云
々
」

(
嘉
慶
一
五
年
通
行
〉
、
一
九
一
一
一
一
頁
、
各
一
一
一
六
、
威
逼
人
致
死
係
、

「
烏
魯
木
斉
都
統
浴
、
安
喜
法
等
輿
寧
柳
氏
逼
姦
敗
露
、
致
氏
自
重
一

案
」
(
道
光
六
年
侠
西
司
読
帖
〉
、
二
三

O
七
頁
、
巻
四
て
殴
大
功
以

下
等
長
係
、
「
蘇
撫
姿
、
責
黍
松
聴
従
故
父
責
政
美
致
傷
大
功
堂
兄
賀

泰
才
身
死
一
案
」
〈
道
光
五
年
設
帖
〉
、
二
五
六
五
頁
、
品
位
四
九
、
子
孫

違
反
数
令
係
、
「
江
西
撫
浴
、
程
廷
彪
呈
迭
伊
子
並
伊
錦
一
併
裂
選
一

案
」
(
嘉
慶
一
三
年
読
帖
己
纂
例
)
、
三
一

O
二
|
三
一

O
一
一
一
頁
、
巻
五

五
、
罪
人
拒
捕
僚
、
「
侠
西
司
査
、
律
載
犯
罪
事
夜
、
官
司
差
人
造
捕
、

殺
所
捕
入
者
云
々
」
(
道
光
七
年
設
帖
)
、
三
五

O
五
|
一
一
一
五

O
六
頁
な

ど
も
同
一
の
ケ
l
ス
で
あ
る
。

(
幻
〉
一
一
一
六
九
l
一一一七

O
頁
。
な
お
巻
二

O
、
略
人
略
賓
人
保
「
盛
京

刑
部
盗
、
外
結
徒
犯
劉
明
姦
拐
他
人
稗
女
小
春
債
貰
一
案
」
(
道
光
四

年
奉
天
司
設
帖
〉
、
=
ニ
八
七
|
一
三
八
八
頁
も
同
一
の
ケ
l
ス
に
は

い
る
と
思
わ
れ
る
。

(
幻
〉
一

O
一一一八
l
一
O
三
九
頁
。

(

U

A

)

各
四
二
、
殿
大
功
以
下
傘
長
候
、
「
山
東
司
査
、
例
載
因
被
傘
長
捨

籍
財
物
致
有
殺
傷
者
云
々
」
(
道
光
一
一
年
設
帖
、
二
六
回

O
l
-
-六

四
二
頁
)
に
お
け
る
「
該
撫
所
引
各
成
案
、
倶
係
遠
年
、
未
経
通
行
、

銃
不
得
援
以
篤
媛
、
叉
係
在
二
十
四
年
巌
久
策
通
行
之
前
、
未
使
援
照

緋
理
」
と
い
う
表
現
も
同
一
の
ケ
l
ス
で
あ
る
。

(
お
)
例
え
ば
巻
三
三
、
夫
殴
死
有
罪
妻
妾
係
、
「
黒
龍
江
勝
軍
浴
、
満
倉

担
殺
雪
罵
伊
母
之
妻
牛
氏
一
案
」
(
嘉
慶
一
一
一
年
読
帖
、
一
一
一
一
一
一
四
|

二
二
ニ
六
頁
)
に
お
け
る
「
係
遠
年
成
案
、
統
無
従
査
核
全
招
、
即
不

得
援
照
弊
理
、
自
腹
就
現
行
例
案
、
重
一
定
擬
」
と
あ
る
表
現
に
よ
れ

ば
、
近
年
・
現
行
の
成
案
で
あ
れ
ば
援
引
を
許
す
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス

が
あ
る
。
も
っ
と
も
他
方
に
お
い
て
、
「
該
撫
所
引
江
南
現
行
成
案
、

並
非
本
部
通
行
篠
例
、
未
使
循
照
緋
理
」
(
巻
一

O
、
臨
法
像
、
「
山

東
司
査
、
程
小
諾
因
聴
従
逸
犯
劉
玉
隣
云
々
」
、
道
光
一
一
一
一
年
設
帖
、

八
O
八
頁
)
と
い
っ
た
ケ
l
ス
も
見
ら
れ
る
か
ら
、
近
年
・
現
行
の
成

案
な
ら
ば
無
僚
件
に
援
引
で
き
た
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。

(
M
m

〉
巻
三
、
三
六
二
頁
。

(
幻
)
品
位
四
、
四
二
九
|
四
三

O
頁。

〈
相
却
〉
袋
二
二
、
九
七
六
|
九
七
七
頁
。

(
m
m
〉
巻
二
四
、
一
六
四

O
ー
一
六
四
一
頁
。

ハ
鈎
〉
巻
三
て
二

O
四
五
|
二

O
四
六
頁
。

ハ
但
〉
倉
三
三
、
一
一
一
一
一
一
四

l
-
一
二
三
ハ
頁
。
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(
旬
)
巻
三
九
、
二
四
八
六
l
二
四
八
七
頁
。

(
お
)
巻
四
て
二
五
六
二
二
五
六
四
頁
。

(
弘
)
巻
四
二
、
二
六
二
O
|
二
六
二
二
頁
。

(
お
)
巻
四
二
、
二
六
四
O
|
二
六
四
二
頁
。

〈
お
)
径
四
四
、
二
七
九
七
|
二
七
九
八
頁
。

(
幻
)
巻
三
七
、
保
護
限
期
像
、
二
三
七
二
|
二
三
七
三
頁
。

(
お
)
巻
四
一
、
殴
大
功
以
下
傘
長
僚
、
二
五
九
七
頁
。

(
ぬ
)
そ
の
他
巻
四
、
老
小
畷
疾
収
劇
線
、
「
直
督
題
、
張
富
云
殴
傷
張
王

氏
身
死
一
案
」
、
四
一
一
|
四
一
一
一
頁
、
同
巻
、
犯
罪
自
首
候
、
「
湖
康

司
査
、
例
載
在
監
斬
絞
重
囚
及
遣
軍
流
徒
人
犯
云
々
」
、
四
六
五
|
四

六
六
頁
、
巻
七
、
人
戸
以
籍
信
用
定
係
、

「
蘇
撫
谷
、
凌
廷
選
係
嵐
長
随
、

篤
子
凌
源
・
凌
鴻
捕
監
云
々
」
、
六
一
八
頁
、
各
ニ
O
、
略
人
略
賀
人

保
、
「
江
西
撫
谷
、
慶
員
観
誘
拐
稗
女
唐
桂
香
一
案
」
、
一
四
O
六
頁
、

巻
二
て
渡
塚
僚
、
「
直
督
題
、
張
洛
管
輿
夏
喜
見
誼
麗
甥
自
由
云
」
、
一

四
四
八
l
一
四
五
O
頁
、
各
二
五
、
殺
死
姦
夫
僚
、
「
川
督
盗
、
査
例

載
本
夫
於
姦
所
獲
姦
、
非
登
時
而
殺
云
々
」
、
一
六
八
ニ

l
一六
八
六

頁
な
ど
い
ず
れ
も
二
O
年
以
上
前
の
替
案
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
援

引
さ
れ
た
ケ
!
ス
で
あ
る
。

(
川
切
)
巻
一
一
六
]
殺
死
姦
夫
僚
、
「
直
督
姿
、
劉
五
欣
傷
母
之
姦
夫
還
庭
奉

身
死
一
案
」
〈
道
光
五
年
設
帖
〉
、
一
七
七
五
頁。

〈H
U

)

巻
二
O
、
渡
塚
係
、
「
蘇
撫
題
、
徐
貴
長
等
援
掘
朱
肉
名
孫
女
屍
身
、

曲
演
技
園
詐
一
案
」
(
嘉
慶
一
五
年
読
帖
〉
、
一
四
一
一
一
頁
。

(
m
U
)

巻
=
一
、
四
O
O
頁
。

(
必
)
巻
六
、
五
四
一
|
五
四
二
頁
。

〈H
H

〉
巻
九
、
七
一
五
|
七
一
六
頁
。

(
必
〉
巻
一
O
、
八
O
七
|
八
O
八
頁
。

(

M

叩
)
巻
二
ハ
、
一
一
九
四
|
一
一
九
五
頁
。

(
幻
〉
巻
一
八
、
二
一
八
九
1

一
一
一
九
一
頁
。

〈
必
〉
巻
三
O
、
一
九
九
七
|
一
九
九
九
頁。

(
品
目
〉
巻
三
三
、
二
一
五
七
l
一
二
五
九
頁
。

(
印
)
巻
三
七
、
二
三
三
五
|
二
三
三
六
頁
。

(
日
)
巻
五
二
、
三
二
八
九
|
三
二
九
一
頁
。

(
臼
)
巻
五
三
、
三
三
四
三
|
一
三
一
一
四
五
頁
。

(
臼
〉
巻
五
五
、
三
四
六
六
|
三
四
六
八
頁
。

(
臼
〉
巻
四
、
四
一
二
四
二
四
頁
。

(
日
)
巻
二
二
、

一
五
一
一
一
|
一
五
二
二
頁。

(
日
)
巻
三
て
二
O
五
七
二
O
五
九
頁
。

(
幻
)
巻
三
九
、
二
四
六
九
|
二
四
七
一
一
貝
。

(
鴎
)
巻
四
二
、
二
六
三
八
|
二
六
四
O
頁
。

(
臼
)
巻
四
九
、
三
O
九
O
|
三
O
九
四
頁
。

(
印
)
巻
五
二
、
三
二
五
九
|
一
一
一
一
一
六
O
頁
。

(
臼
)
巻
五
三
、
三
三
四
二
頁
。

(
臼
〉
巻
五
六
、
三
五
六
四
三
五
六
五
頁
。

(
臼
)
巻
六
O
、
三
七
七
三
|
三
七
七
四
頁
。

(
臼
〉
本
件
に
つ
い
て
は
中
村
茂
夫
『
清
代
刑
法
研
究
』
四
五
四
七
頁
に

詳
細
な
分
析
が
あ
る
。

(
筋
)
巻
三
て
戯
殺
誤
殺
過
失
殺
傷
人
保
、
二
O
六
O
頁
。

(
前
)
巻
二
三
、
謀
殺
租
父
母
父
母
係
、
「
山
西
司
査
、
例
載
隼
長
故
殺
卑

幼
案
内
云
々
」
(
道
光
二
年
読
帖
)
、
一
五
五
八
頁
。

(
門
別
〉
『
大
清
光
緒
曾
典
事
例
』
巻
八
五
二
、
刑
律
断
獄
、
断
罪
引
律
令
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保
、
歴
年
事
例
。

(
印
〉
例
え
ば
巻
五
三
、
奴
及
麗
工
人
姦
家
長
妻
僚
、
「
東
撫
題
、
部
輿
拒

姦
賜
傷
雇
主
潜
溶
亭
身
死
一
案
」
(
嘉
慶
三
年
案
、
三
三
四
三
|
一
一
一
一
一
一

四
五
頁
)
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

(
回
〉
例
え
ば
前
掲
註
(
幻
〉
責
老
九
の
ケ
l
ス
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

(
初
)
例
え
ば
巻
五
て
俄
造
印
信
時
憲
書
等
僚
、
「
庚
東
司
査
、
例
載
詐

充
各
街
門
差
役
俵
以
差
遣
篤
由
云
々
」
(嘉
慶
一
元
年
設
帖
、
三
二

O
六

|一一一一一

O
八
頁
)
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

(
礼
〉
例
え
ば
巻
五
四
、
放
火
故
焼
人
房
屋
係
、
「
南
撫
谷
、
文
相
輔
等
行

続
畷
紹
美
家
、
因
火
煤
未
経
路
熔
、
以
致
延
焼
事
主
房
屋
屍
棺
一
案
」

〈嘉
慶
二
三
年
設
帖
、
三
三
八
八
頁
〉
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

(η
〉
例
え
ば
各
二
八
、
殺
一
家
三
人
保
、
「
按
撫
題
、
馬
六
槍
傷
劉
大
和

身
死
後
、
割
碕
死
屍
一
案
」
(
通
行
己
纂
例
、
一
八
八
六
|
一
八
八
九
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頁
)
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

(
市
川
〉
司
ロ

e
B
2

円

ur同
口
問
。
『

o
p
E、H，r
o
H回
国
口
。

E
M
m
w
O同

ω
r
o口，
n
r・
-wM

【

U
E
a
n
rロ
の

O
B
B
O口
広
ミ
ロ
司

Oロ
の

rvH口
問
』
口
内
田

F
n
z
-
u
o《リ
E
oロ師・
3

Hロ
』
・
〉
・
。

o
r
o
p
河

-m・
開

ι君
阻
止
臼

ωロ
仏
国
り
・
。
・
。

r
o
p
o《
目
的
-
-

N
円
と
ぬ
い
て

h問
。
誌
の
と
お
お
.hhhwhbh
叫

43人
NH芯
P
M
V
ユE
H
2
0ロ
C
巳〈
mw円
聞
い

q

H
》
『
命
的
国

-

H由
∞

0
・
司
同
M
-
N
O印
i
l
N
O由・

(
丸
)
「
如
有
例
所
未
備
、
而
案
感
遜
照
者
、
即
検
明
奨
斉
、
纂
入
則
例
、

其
案
輿
例
不
符
者
、
造
崩
註
明
事
由
、
持
原
稿
部
行
鈎
殿
、
若
有
例
案

不
符
、
而
稿
件
の
有
関
査
蕨
者
、
若
男
加
登
記
、
鈴
印
貯
庫
」
(
前
掲

『
清
貫
録
』
、
嘉
慶
一
六
年
九
月
甲
辰
傑
)
。

(
本
稿
は
昭
和
六

0
年
度
早
稲
田
大
拳
特
定
課
題
研
究
の
成
果
の
一
部

で
あ
る
。)
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Ａ STUDY OF LEADING CASES （ＣＨＥＮＧ’ＡＮ）ＩＮ

QING CHINA'S SYSTEM OF CRIMINAL JUSTICE,

　

FORM THE VIEWPOINT OF SOURCE OF LAW

KOGUCHI Hikota

　　

This essay will consider the question of leading cases （ch£ｎｇ’ａｎ　＾

案）ａｓ ａ source of law in Qing dynasty criminal justice through the

ｅχamination of the ＣｏｎｓｔｉｅｃtＭＳｏｆ ＰｅｎａｌＣａｓｅｓ（Ｘｉｎｇ＾ａｎＨｉｄｌａｎ刑案厘梵）･

In the Qing, the things that were recognized as the proper sources of

law were the statutes （臨律), the sub-statutes （tiaoli條例) and the

general circulars （tｏｎｅｃｄｎｓ通行) among others.　Leading cases, the

subject of this inquiry, did not apply beyond the original judgement and

were not to be quoted as ａ　source of　law, according　to the ｏ伍cial

attitude of the government.

　　

However, this rule, which prohibited the citation of leading cases

when rendering judgement, in fact had no binding force. Among the

4,001 eχamples collected in tｈｅχin＾ａｎ Ｈｕｉｌａｎ examined in this essay,

there are 465 eχamples where the leading case　is referenced. On the

other hand, there are only thirty-four examples where a reference to the

leading case is rejected because of the prohibition of citation of leading

cases.

　

Moreover if we １００ｋ at these thirty-four ｅχamples in view of the

reasons for rejecting the leading case, they fall into three categories: Ａ）

those where the leading case was too old, B) those where the leading

case was not considered to be ａ formal source of law, and C) those where

the leading case did not conform to the ｅχisting rules.

　　

Nevertheless,迂we ｅχamine the contents of these cases in detail, we

can see that the leading cases were not rejected simply by
virtue of their

being leading cases.　０ｎ the contrary,
the real reason that reference to

the leading case was rejected
was because within government agencies

there ゛８ｓ inconsistency conce°ing the
recognized facts of the case and

the application of the law, and because it
was necessary to bring these

leading cases into conformity.　It
゛ａｓ not because the leading case was

categorically rejected as ａ source of ｌａｗ｡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－4－


